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援農ボランティアと関係人口の関係性についての一考察 

村田 拡之 

（東京工業大学大学院生） 

査読論文（2023 年 8 月 31 日） 

論文要旨 

関係人口は、地域の新しい担い手となれる存在として近年注目されている。しかし、多義的

な解釈が可能であるため、その定義の明確化が求められている等の問題点もあり、いまだ発展

過程にある用語である。また、援農ボランティアは、労働力不足に悩む地域農業を支える存在

である。その一方で、活動としての知名度の低さ等の問題点も指摘されている。本研究では、

既往の研究では取り上げられてこなかった関係人口と援農ボランティアの関係性を探り、また

それを示すことを目的とし、考察を行う。  

1. はじめに

1.1 官学における関係人口への注目度の高まり  

地方創生が叫ばれる昨今であるが、そのなかで近年注目されている用語に「関係人

口」というものがある。総務省の運営する「関係人口ポータルサイト」の定義によれば、

関係人口とは「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地

域や地域の人々と多様に関わる人々を指す言葉」である。関係人口という用語は、2016

年に生まれたとされている 1。以降、これを扱う論文も多くなった。たとえば、国立研

究開発法人科学技術振興機構が運営する電子ジャーナルプラットフォーム「科学技術

情報発信・流通総合システム」（ J-STAGE）上に掲載されている論文でも、2019 年以降

は 40 本を越える状況にある。また、2018 年以降総務省では関係人口の創出・拡大のモ

デル団体を地方公共団体ごとに公募しており、その採択団体も、 2018 年度は 30 団体、

2019 年度は 44 団体、2020 年度は 25 団体と多くあり、各モデル団体のケースを大きく

紹介している。このように、官学において、関係人口への注目度が高い現状となってい

る。 

このように官学を中心に大きな注目を集めている関係人口であるが、問題点がない

わけではない。たとえば、田口（2018）が述べるように、近年急速に普及し始めた言葉

であることもあり、いまだにその明確な定義が定まっていないことなどが挙げられる。

「関係する」ということの多義性や概念の広さゆえに多くの解釈が可能であり、関係人

口という言葉の急速な拡大が進むなか、批判や混乱を生じさせている状態にあるのだ

（田中、2021）。河井（2020）でも、関係人口の基礎にあるゆるさを大事にしながらも、

「『関係とはこれ』という限定をする、地域持続性を可能にする『関係性の質』を問う

ことが必要」であるということが指摘されている。  

3



1.2 援農ボランティアへの期待  

 日本経済団体連合会（ 2015）でも、農業が地方活性化を担う基幹産業として大きな役

割を果たしていると評価されている。その基幹産業である農業の経営を語る上で避け

ることのできない問題の一つとして、担い手の減少と高齢化により労働力不足に陥っ

ていることが挙げられる（村田、 2018）。その不足した労働力を補完する存在として、

援農ボランティアが注目を集めている 2。しかしながら、援農ボランティアの一般市民

への参加のハードルの高さや、援農という言葉自体の知名度の低さを指摘する声 34もあ

り、援農ボランティアが地域農業を救う万全の解決策としては十分に機能しきれてい

ないことも懸念されている。  

1.3 関係人口に潜在し得る援農ボランティア 

 関係人口の定義の中に、「地域や地域の人々と多様に関わる」という文言がある。こ

のように定められている以上、その関わり方の一つのかたちとして援農ボランティア

のような関わり方があってもよいはずである。しかしながら、関係人口の概念の中で、

援農ボランティアのような関わり方に関して取り上げている研究はみられないのが現

状である。そのため、関係人口と援農ボランティアは一体どのような関係性にあるのか

は正確には理解されていないのだ。前述のとおり、援農ボランティアは、労働力不足に

悩む地域農業を救う解決策の一つとして期待される存在でありながらも、知名度の低

さ等の課題がある。また、現在の関係人口論においても、河井（ 2020）も指摘するよう

に、「地域持続性を可能にする『関係性の質』を問うこと」が求められている。したが

って、関係人口と援農ボランティアがそれぞれ抱える課題への一つの対応策として、両

者の結びつきや関係性について検討することは有意義であると考えられる。 

2. 目的

2.1 本研究のリサーチクエスチョンと意義 

既述の状況を踏まえて、本研究の目的は、これまで掘り下げられてこなかった関係人

口と援農ボランティアのつながりに着目し、その両者の関係性を示すことにある。本研

究の意義は二つあると考える。一つめの意義は、「注目度の高い関係人口の文脈の中で

援農ボランティアを論じることで、援農ボランティアの知名度向上に寄与する」という

ことである。もう一つの意義は、「関係人口において、援農ボランティアが重要な要素

の一つであることを示すことで、いまだ発展過程にある関係人口の定義の明確化に寄

与する」ということである。関係人口と援農ボランティアの関係性を検討するに際し

て、二つのリサーチクエスチョン（以下、 RQ という。）を設定した。 

一つめの RQ は、「多様な関わり方をする関係人口の中には、援農ボランティアのよ

うな関わり方をする者もいるのか」ということである。この RQ1 においては、「援農ボ

ランティアかつ関係人口」という状態が、理屈上および実際上存在するのかということ
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が論点となる。活動内容が具体的にイメージしやすい援農ボランティアと異なり、関係

人口は「多様な関わり方をする」という抽象度の高い表現で示されている。そのため、

関係人口を起点に考えれば、そこに援農ボランティアが含まれていても齟齬は生じな

いはずである。つまり、両者の関係性を考えると、関係人口は援農ボランティアを包含

する概念であることが予想される。ただし、そこにはその包含関係が完全包含であるの

か、一部包含であるのか、というところに疑問が残る。  

図 1 関係人口と援農ボランティアの包含関係の仮説 

出典：筆者作成  

また、もしその包含関係が一部包含であるならば、その包含されない援農ボランティア

とはどのようなものなのかというところまで明らかにしなくてはならない。そして、本

研究の成果が今後の他の研究に活用されることを期待するのであれば、「援農ボランテ

ィアかつ関係人口」というものについての理屈上の存在だけではなく、実際上の存在に

まで踏み込んで検討していく必要があるだろう。  

二つめの RQ は、「地域にとって、援農ボランティアを行う関係人口への期待の大き

さに違いはあるのか」ということである。この RQ2 においては、「関係人口としての援

農ボランティア」というものに主眼を置いている。おそらく多くの地域にとっては、援

農ボランティア活用への期待も、関係人口の創出・拡大への期待も、それぞれ大きいこ

とが想像される。しかし、既往の研究では、関係人口の概念の中で、援農ボランティア

のような関わり方に関して取り上げているものはみられないことからも、両者の結び

つきが十分に検討されることなく、別々の論点として存在しているようである。これま

でに述べてきたように、関係人口と援農ボランティアにはそれぞれに問題点や難点が

あるが、両者を結びつけることで、それらについて相互に補完できるものになってい

る。そのため、両者の結びつきを意識した「関係人口としての援農ボランティア」とい

うものへの期待の大きさの違いを検討することが重要となっている。  

本研究では、これら二つの RQ の検証にあたるが、この検討進めるにあたり、関係人

口の先行研究を整理した上での予備的な考察が必要になると考えられる。  

2.2 関係人口の先行研究の整理  

関係人口は 2016 年に提唱された概念であるが、もっとも有名な定義としては、総務
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省が紹介する「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地

域や地域の人々と多様に関わる人々を指す言葉」というものであろう。田中（2017）は、

これをより平易な言葉で、「住んでいなくても、地域と多様に関わる人々」と示してい

る。 

小田切（2018）は、「関係人口の『関係』とは、『関心』という意識と『関与』という

行動の両者に及ぶもの」であると述べている。また、小田切（2018）は、関係人口には

人口という表現が含まれているものの、「個々人を対象とした言葉である」ため、必ず

しも「数量的な概念ではない」ということを強調している。たとえ、「関係人口が増え

る」という表現が行われたとしても、それは地域と相手との関係性をより意識しているも

のであると述べている（小田切、2018）。 

2018 年 1 月に公表された総務省の「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会

報告書：『関係人口』の創出に向けて」（以下、「総務省報告書」という。）では、関係人口

を「近居の者」、「遠居の者」、「風の人」、「何らかの関わりがある者」の四つに分類してい

る。まず、近居の者は、その地域内にルーツがあり近居にいる者である。遠居の者は、そ

の地域内にルーツがあり遠居にいる者である。風の人は、その地域を行き来する人である。

何らかの関わりがある者は、過去の勤務や居住、滞在でその地域と関わりがある者である。

つまり、ルーツの有無と居住地の遠近（アクセスのしやすさ）により分類できるわけだ。  

小田切（2017a）は、関係人口の関わり方について、「地域の特産品を購入するだけの人

から定住し、深く地域の貢献にかかわる人まで、すべてを含む」ものであると述べている。

その上で、小田切（2017b）は、関係人口の関わり方について、地域への思いと地域への定

住性志向を軸にした関わり方の階段があることを示した上で、関係人口論の要素として、

「関係人口論はこの『関わりの階段』を登るのに必ずしもこだわっていないこと」であり、

「階段の同じ位置にとどまる人も含めて、関係人口であり、それを尊重する議論」である

と紹介している。 

総務省は関係人口の役割を、人口減少・高齢化による地域づくりの担い手不足に直面

している地方圏での、新たな地域づくりの担い手として活躍してもらうことにあると

している。田中（2017）によれば、関係人口は「離れていても、地域を盛り上げてくれ

る仲間」であり、「そのバリエーションは無数にあるはず」で、また、地域側からして

みれば、関係人口は「地域の役に立ってくれる、新しい力になってくれる存在」である。  

以上の論点を踏まえて、RQ1 で提示した、「多様な関わり方をする関係人口の中には、

援農ボランティアのような関わり方をする者もいるのか」ということについて考えて

みたい。 

2.3 関係人口に関する予備的考察  

RQ1 の「多様な関わり方をする関係人口の中には、援農ボランティアのような関わり

方をする者もいるのか」ということは、一見すると直感的に検証するまでもないことの

ように思われる。すなわち、「関係人口としての援農ボランティア」というものは、概
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念的に存在し得るように感じられる。なぜなら、関係人口の多様な関わり方というもの

のバリエーションは無数にあるわけであり、それゆえに、その関わり方の一つとして、

援農ボランティアのような関わり方というものが、そこに含まれていたとしても、論理

的には齟齬は生じないはずだからだ。では、関係人口は、援農ボランティアを包含する

概念であるのだろうか。言い換えれば、「援農ボランティアであるが関係人口ではない」

という状態が存在するのかという問いにもなるが、その状態は少なくとも次の二点に

おいて存在すると考えられる。  

一つめの論点は、都市農業に対しての援農ボランティアが関係人口になり得るのか

ということである。関係人口の議論では、地域や地方という用語が頻繁に出現している

ため、まずはこれらの用語から確認する必要がある。上村（ 2022）は、地域を「区画さ

れた土地の区域や一定の範囲の土地」、地方を「ある国の中にある地域。大都市に対す

るそれ以外の土地」と整理した上で、「“地方”は“地域”を含意するが，都市部に対す

る“田舎”を想起させるものでもある」と説明している。他方で、都市農業は、都市農

業振興基本法の第二条で「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」であるこ

とが定められている。市街地やその周辺の地域というものがやや抽象的な表現とはな

っているものの、先に紹介したように、関係人口が想定しているのは「人口減少・高齢

化による地域づくりの担い手不足に直面している地方圏」であり、市街地やその周辺の

地域でこの問題に直面しているケースは多くはないことが想像されるし、上村の地方

や地域の解釈にしたがえば、都市部はそこに含まれないことになる。以上のことを踏ま

えれば、都市農業に対しての援農ボランティアが関係人口になり得る可能性は低いと

結論づけることができるだろう。  

 二つめの論点は、地方や地域の中で活動するすべての援農ボランティアが関係人口

になり得るのかということである。すなわち、「援農ボランティアかつ関係人口」のほ

かに、「援農ボランティアかつ定住人口」や「援農ボランティアかつ交流人口」という

ものが存在している可能性を探る論点である。まず、「援農ボランティアかつ定住人口」

という状態が存在し得るのかということであるが、この状態が存在していることにつ

いては想像に難しくないだろう。たとえば、ある地域の非農家の定住者が同じ地域内の

近所の農家を手伝うというケースである。定住者は関係人口ではないという定義にし

たがえば、この状態（「援農ボランティアかつ定住人口」）は、地方や地域の中で活動す

るすべての援農ボランティアが関係人口になり得るわけではないことを示せる例とい

えよう。少なくともここまでの議論で、関係人口が援農ボランティアを完全包含する概

念でないこと（「援農ボランティアであるが関係人口ではない」という状態が存在する

こと）は示せたであろう。  

しかしながら、残った論点である、「援農ボランティアかつ交流人口」という状態が

存在し得るのかということについても検討してみたい。これについては、まず交流人口

の定義について確認する必要がある。たとえば、JTB 総合研究所の定義では、交流人口

とは「その地域に訪れる人々のこと。その地域に住んでいる人（定住人口又は居住人口）
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に対する概念」としており、一般的には「その地域を訪れる目的としては、通勤・通学、

買い物、文化鑑賞・創造、学習、習い事、スポーツ、観光、レジャー、など、特に内容

を問わない」としている。平易な言い方に置き換えれば、交流人口は「目的の内容を問

わずその地域を訪れる人々」である。この考え方を踏まえると、たしかに定住人口は交

流人口になり得ないことは理解できる。しかし、交流人口が関係人口になり得ないと理

解しようとすると、そこに大変な混乱が生じる。先に確認したように、関係人口の要件

には、「地域と多様に関わる人々」であることに加えて、「交流人口ではない（非交流人

口である）」ということが挙げられている。当然、交流人口や交流という言葉自体にも

多様な定義はあるだろうし、その定義の仕方によって交流に含まれる意味合いも多様

化し得るだろう。しかし、どのような交流という言葉の意味合いを用いても、「その地

域や地域の人々と交流することなく関わる」という事柄については、一つとして例示す

るということでさえ、非常に難しいように感じられる。なお、関係人口の定義上、その

関わり方は「多様」とされている以上、その「交流なしでの関わり方」というものは複

数存在することを要するはずである。加えて、関係人口は「地域の新しい担い手」とし

て期待されているものであるため、「交流することなく地域や地域の人々と多様に関わ

る人々」というものが仮に存在していたとしても、それがその地域の新しい担い手にな

れるとは想像しがたい。したがって、関係人口の一つの要素であろう「交流人口ではな

い（非交流人口である）」ということを考える際には注意が必要である。むしろ、「交流

人口は関係人口ではない」ととらえるよりは、小田切（2017c）の提唱する「関係人口

＝再定義された『交流人口』」とする方が、学術研究上も扱いやすい概念であると感じ

られる。関係人口を「再定義された『交流人口』」ととらえるためには、「どのような条

件下で、交流人口は関係人口となりうるのか」という問いへの答えが求められる。たと

えば、その条件の一つとして、その交流人口が「『今後の期待できる潜在的貢献』を有

しているか否か」ということが考えられるのではないだろうか。では、「今後の期待で

きる潜在的貢献」とは何であろうか。  

 「今後の期待できる潜在的貢献」とは、先に紹介した総務省報告書に登場する用語で

ある。本報告書の中では、「『ふるさと』の地域づくりの担い手として、『関係人口』の

うち、現に様々な関わりを持つ者（『近居の者』や『風の人』等）の役割を評価」でき

るものであるとした上で、この仕組みの強化により「『遠居の者』や『何らかの関わり

がある者』による『ふるさと』との関わりを新たに引き出すこと」が期待できるとして

いる。「今後の期待できる潜在的貢献」は、これを説明する図の中で登場するものであ

る。 
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図 2 「ふるさと」の地域づくりの役割と担い手の多様化  

出典：（総務省、 2018a）  

上図の記載内容を踏まえて考えると、関係人口の四分類（「近居の者」、「遠居の者」、「風

の人」、「何らかの関わりがある者」）のうち、どのような関わり方かという議論はあるも

のの、近居の者と風の人はその地域へのアクセスのしやすさや頻度という論点から、何

かしらの「今後の期待できる潜在的貢献」をすでに有している可能性は高いといえるだ

ろう。他方で、関係人口の「新しい地域の担い手として期待されている」という側面を

踏まえれば、遠居の者や何らかの関わりがある者が、そういった存在になるには、何らか

のかたちで「今後の期待できる潜在的貢献」を持つことが期待されているということで

ある。しかしながら、総務省報告書では、「今後の期待できる潜在的貢献」の定義や、

具体的に何がそれにあたるのかは明示されていない。そのため、もし「『今後の期待で

きる潜在的貢献』を有している交流人口は関係人口である」という主張を展開していく

のであれば、何が「今後の期待できる潜在的貢献」というものにあたるのかを明確にし

なければならないはずである。この概念の明確化のための詳細な議論は今後に譲るが、

本研究では次のように考えたい。たとえば、「一度関与した交流人口が、二度目の関与

をした」という事実を確認できた場合は、「今後の期待できる潜在的貢献」を有してい

たものと認めるものとする。このような前提を置いた理由としては、「二度目の関与時

に、一度目の関与時に有していた『今後の期待できる潜在的貢献』が顕在化した」とい

う事実を確認できたとみなすことができるからである 5。 

以上のように、「関係人口と交流人口をわけるものは何か」と問われれば、「『今後の

期待できる潜在的貢献』を有している交流人口は、少なくとも関係人口であることが想
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定される」と回答することができるはずである。そして、そもそも関係人口は、従来は

交流人口と定住人口という分類しかなかったパイの中に、新しく組み込まれた概念で

ある。そのため、交流人口と定住人口のいずれか、もしくは両方の概念の一部を取り込

んだものになるはずであると考えられる。関係人口の定義のうち、「定住人口ではない

（非定住人口である）」ということは、関係人口の四分類と照らし合わせてみても、こ

のことは正しいように思われる。他方で、先に議論したように「交流人口ではない（非

交流人口である）」とすることは、必ずしも正しくはないように思われる。むしろ、関

係人口は「『今後の期待できる潜在的貢献』を有している交流人口」などの例を含む、

「狭義の交流人口」であると考える方が自然であろう。本研究でも、関係人口について

はこのような考え方に基づいて論じることにする。  

また、途中に述べた「援農ボランティアかつ交流人口」という状態が存在し得るのか

ということについては、その交流人口である援農ボランティアに、「今後の期待できる

潜在的貢献」があれば、その援農ボランティアは関係人口であるし、そうでなければ交

流人口のままであるということになるだろう。繰り返しになるが、「今後の期待できる

潜在的貢献」のかたちは現時点では多様なものであると考えられ、今後の十分な議論が

期待されるものの、本研究では、「一度関与した交流人口が、二度目の関与をした」と

いうことをもって、それを有していた状態にあるという前提を置いている。したがっ

て、援農ボランティアとしての関わりの方で考えれば、「二度目の援農を行った」とい

う事実が確認できれば、「この援農ボランティアは関係人口である」ととらえることが

できるだろう。 

3. 方法

前述のとおり、本研究では二つの RQ を設定している。RQ1 は、「多様な関わり方をす

る関係人口の中には、援農ボランティアのような関わり方をする者もいるのか」という

ことである。 RQ2 は、「地域にとって、援農ボランティアを行う関係人口への期待の大

きさに違いはあるのか」ということである。前者については、前節にて論理的な側面に

おいてはその正しさを示すことができたと考えるが、実質面においてもそれが存在し

ていることも示す必要がある。また、後者においても十分な検証が必要になる。そこで

これらの検証にあたり、関係人口の創出・拡大に取り組んでいる自治体を対象に、文献

精査および半構造化インタビューの実施を試みた。また、インタビュー内容を逐語録に

起こし、その内容につき質的記述的研究方法による分析を行った 6。Sandelowski（2000）

によれば、「実践を伴う学問領域において、質的記述的研究方法は最もよく用いられる

方法論的アプローチの１つ」であるとされている。この方法の利点は、データの概念的

解釈や他の高度に抽象的な解釈を必要としない点であり、そのため現象の率直な記述

が求められるような場合に選択されるべき方法であるとされている（ Sandelowski, 

2000）7。また、谷津（2014）も、質的記述的研究方法で得られる解釈の特徴について、
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「他の質的方法、例えば現象学的記述やグランデッド・セオリーでの記述に比べると推

論の少ない解釈であり、他の研究者とコンセンサスが容易に得られるような解釈であ

る」と利点を説明している。これらの利点を重視したため、本研究の分析には質的記述

的研究方法を選択した。  

分析の対象は、総務省モデル事業の取組事例（全 99 事例）より選定した。総務省モ

デル事業とは、総務省（2019）によれば「国民が関係人口として地域と継続的なつなが

りを持つ機会・きっかけを提供する地方公共団体（以下『モデル団体』という。）を支

援すること」を目的として、2018 年度から 2020 年度までの三年度にわたって実施され

た事業である。このモデル事業では延べ 99 のモデル団体の取組事例が採択された。こ

れらのモデル団体は、今後全国各地の地方公共団体が関係人口の創出・拡大を試みよう

とする際に参考とすることができる有用な事例である。実際、総務省（2019）ではこの

モデル事業の目標において、「モデル団体の事業の内容・成果を調査・研究し、最終報

告会の実施や調査報告書のとりまとめにより、全国の地方公共団体等に対して広く周

知することで、関係人口の創出・拡大に向けた機運を醸成すること」と掲げている。な

お、各事例の報告書が総務省の運営する「関係人口ポータルサイト」で確認できるよう

になっている。選定の過程としては、その報告内容から「援農との関わりがある可能性

があること」8と「モデル団体への採択回数が複数回であること」9という二つの軸で振

り分けを行った。その結果、前者は延べ 38 事例あり、後者は延べ 33 事例あるという

判断に至った。ただし、前者においては、稲作等の土地利用型農業に関わる活動の場合

は、援農とはいえないため、それが想起されるモデル団体は除外する必要がある。この

ような判断から、横手市（秋田県）を調査対象とした。横手市を選定した理由としては、

同市は 2018 年度と 2019 年度に採択されたモデル団体であり、その取組内容には援農

に関するものが含まれていることが読み取れたことからも、RQ1（「多様な関わり方をす

る関係人口の中には、援農ボランティアのような関わり方をする者もいるのか」）に対

する調査対象として適しているモデル団体であると判断したからだ 10。また、肝付町（鹿

児島県）も今回の調査対象としている。肝付町は、横手市同様、2018 年度と 2019 年度

に採択されたモデル団体である。しかし横手市とは異なり、その取組内容には農業に関

するものは含まれておらず、独自の観光資源を活用したものになっている。肝付町を選

定した理由としては、研究の目的である、関係人口と援農ボランティアのつながりに着

目し、その両者の関係性を示すことの検討に際しても、この二つのモデル団体の対比関

係に着目することは非常に有意義であると感じられたからだ。すなわち、横手市と肝付

町の両事例について検討することで、RQ2（「地域にとって、援農ボランティアを行う関

係人口への期待の大きさに違いはあるのか」）への一つの答えが示されると考えたから

だ。 

調査方法は、両モデル団体の公式発表等により概要を確認し、またその上で、担当の

窓口 11に、事前に送付したインタビューガイドに沿って、聞き取りを実施した。質問項

目は、各モデル団体の農業を取り巻く環境と関係人口関連の活動に関するものを中心
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に複数設定した。主な質問項目としては、前者においては、農業が基幹産業であるかと

いう点や、農業の担い手の充足状況、援農ボランティアへの期待等であり、後者におい

ては、関係人口のイメージや、総務省モデル事業への応募動機・活動時の気づき事項、

農業関連の取り組み、これからの取り組みに関するもの等である。  

4. 結果

4.1 事例 1：横手市（秋田県） 

（1）モデル団体の概要

 横手市の「市勢要覧」によれば、横手市は、秋田県の内陸南部に位置し、秋田市に次

ぐ秋田県第二の都市である。現在の横手市は、2005 年の 10 月 1 日に 8 市町村（横手

市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、大雄村）の合併により、

誕生したものである。人口 92,214 人、世帯数 31,493 世帯、総面積は 692.80 平方キロ

メートルあり、東は奥羽山脈に、西は出羽丘陵に囲まれた横手盆地の中央に位置してい

る。かまくらや送り盆まつりに代表されるような四季折々のイベントや伝統行事があ

るなど、豊富な観光資源を持つ。また、ご当地グルメの祭典である B-1 グランプリでゴ

ールドグランプリを受賞した横手やきそばも有名である。横手市は、秋田県有数の穀倉

地域であり、お米のほか、りんごやぶどう、さくらんぼ、スイカ、しいたけなどの多く

の特産物を有する農業が盛んな市である 12。 

 なお、横手市は規模の大きい都市であるため交通網も整備されている。横手市のウェ

ブサイトによれば、たとえば鉄道で東京から向かった場合、東京駅から横手駅までの所

要時間は 3 時間 40 分とアクセスしやすい。  

（2）質的記述的分析の結果

 横手市へのインタビュー後に作成した逐語録から、農業を取り巻く環境に関する発

言と援農ボランティアと関係人口に関する発言を抽出し、それらの発言につき共通の

趣旨を持つものをまとめて 26 コードに集約した。また、各コードの類似性に着目し 4

サブカテゴリーに集約し、最後に類似性のあるサブカテゴリーを 2 カテゴリーに集約

した。以下、カテゴリーを【】、サブカテゴリーを＜＞で示し、代表的なコードについ

ては［］で示す。 

カテゴリーⅠ.【農業を取り巻く環境】

横手市の＜農業の特徴（強み・機会）＞としては、米やりんご、ぶどうに代表される

ような［特産物がある］ということが示すように、まず［農業は基幹産業である］とと

らえられている点が挙げられる。他の地域に誇れる農業景観としては、［広大な平野面

積を持ち、水田が広がっている］という利点を活かし、［時期により、水田やそこに実

る稲穂が自慢の景色である］と観光客等に紹介することもあるとのことだった。  

12



 横手市の＜農業の特徴（弱み・脅威）＞としては、農業の担い手不足という点が挙げ

られる。約 30 年前には、約 13,000 戸の農家戸数であったが、［この 30 年で農家の戸

数は半減以下に減っている］という事実があり、［農家の高齢化と後継者不足で、耕作

放棄地も散見される］とのことだった。［地域内でも農業の担い手不足の話題がでる］

というほど、そのことが問題視されている。  

カテゴリーⅡ.【援農・関係人口関連】

横手市には＜援農ボランティア活用への期待＞もあるが＜援農ボランティア活用へ

の課題＞もある。  

 まず、［援農ボランティアの活用は、仕組みとして確立できれば、農業の維持発展に

寄与する］ととらえられており、そこに横手市の＜援農ボランティア活用への期待＞が

感じられる。なお、具体的には、これは［援農したいというボランティアの気持ちと、

労働力不足に悩む農家をつなぐ機会をつくり、自走していく仕組みを確立できれば有

効となり得る］というかたちで説明されている。実際、横手市では、関係人口の概念が

提唱される以前から、「応援人口」という独自の概念を創設し、その拡大に勤めていた

背景があった。応援人口とは、「心の重心が横手市にあり、市への有形無形の応援を行

ってくれる人々」と定義され、2015 年度以降その創出・拡大が進められてきた 13。そし

て総務省モデル事業への応募にあたり、事前に［首都圏在住の横手市出身者から、関係

人口関連の事業の活動案を募ったところ、援農を提案する意見がでた］14。それを具体

化した試みとして［関係人口関連の事業の活動として、「いぶりがっこ農家応援事業」

が実施された］という実績がある。ここで実施された［農業体験は、その活動をとおし

て横手市への思いを持ってもらうメニューとしては有効である］というかたちでも評

価されている。他方で、［農業体験を受け入れるにも、農家側にも負担になる部分もあ

る］という印象を持ったようで、これは＜援農ボランティア活用への課題＞の一つとな

り得る。しかし、今回の「いぶりがっこ農家応援事業」においては、個人農家や小規模

農家に受け入れを依頼したわけではなかったため、［生産組合のような組織化した農家

では、継続的な農業体験者の受入協力を得られやすい］と感じたそうだ。

 「いぶりがっこ農家応援事業」は、 2018 年度と 2019 年度の 2 回にわたり実施され

た。初年度である 2018 年度には 30 代～50 代までの 6 名の参加があり、財源があった

こともあり参加者の旅費や宿泊費についても参加者に支給することができた。他方で、

二年目である 2019 年度は、旅費は参加者の自己負担（宿泊費は一部支給）としたこと

もあり、20 代と 50 代の 2 名（うち 1 名は前回からの継続参加で秋田市の在住者であ

る）の参加にとどまった。このような経緯からも、［隣県等の近居の者の援農ボランテ

ィアの活用は、遠居の者の場合よりは現実的である］という見解が示された。

 なお、援農に労働力としての価値があるかどうかという点に関しては、［一時的に作

業が集中し、内容も単純であって機械化が難しいような作物に関してはやはりマンパ

ワーが必要である］と評価されながらも、すべての援農に労働力としての価値があるわ
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けではなく、たとえば、［稲作の場合は機械で対応するため、援農ボランティアのマン

パワーは必要とされていない］ことが多いようで、実際［機械化できている農業で農業

体験などを受け入れてしまうのは負担になる］という見解も示された。 

横手市は、この関係人口の事業の取組の発展に向けたロードマップを描いており、

［関係人口の創出・拡大には段階があり、最初の段階は市が交流のきっかけをつくるこ

と、最終段階では各関係人口の主体的・自発的な行動で自走していく仕組みにしたい］

という意向で今後の展開を望んでいるが、［現状は市が交流のきっかけづくりをしても、

まだ各関係人口の自主的な活動の広がりにまでは至っていない］ということであった。

また、援農ボランティアの動向については、［農業体験後、継続的に援農を行っている

のかどうかは状況によると思う］が、［市や NPO 等が中心となって援農ボランティアを

募ることは現状されていない］ということであった。  

4.2 事例 2：肝付町（鹿児島県） 

（1）モデル団体の概要

 肝付町のウェブサイトによれば、鹿児島の大隅半島南東部に位置する肝付町は、総面

積 308.10 平方キロメートルと広大で、その地勢は林野地帯、畑地帯、水田地帯に大別

されている。肝付町は、2005 年 7 月 1 日の高山町と内之浦町の合併により誕生した。

総人口は 14,192 人、世帯数は 7,610 世帯であり、JAXA 内之浦宇宙空間観測所があるロ

ケットの町として全国に知られている。

肝付町農業の推進機関である肝付町農林業技術院連絡協議会（ 2021）が発行した「肝

付町農業振興計画（第 3 次）」によれば、農業は肝付町の基幹産業であるとされている

15。また、主な農産物として、耕種部門では米やさつまいも、施設野菜としてはきゅう

り、ピーマン類、いんげん類等、果実ではポンカン、タンカン、辺塚だいだい等が紹介

されている。また、農業は「未来に向けて維持・発展する産業」として位置づけてはい

るが、農業従事者の高齢化や後継者不足の問題があり、農業の担い手の減少が今後も一

層加速することが想定されている 16。 

なお、担当者によれば、肝付町のアクセス事情には難があるとのことであった。たと

えば、東京から肝付町に行く場合、まず飛行機で鹿児島空港に行き、そこから鹿屋市ま

で連絡バス（約 1 時間半）で向かう。その後、鹿屋市から肝付町への移動の手段として

は、レンタカーを借りることが現実的であり、所要時間は約 30 分ということだった。 

（2）質的記述的分析の結果

 肝付町へのインタビュー後に作成した逐語録から、農業を取り巻く環境に関する発

言と援農ボランティアと関係人口に関する発言を抽出し、それらの発言につき共通の

趣旨を持つものをまとめて 30 コードに集約した。また、各コードの類似性に着目し 4

サブカテゴリーに集約し、最後に類似性のあるサブカテゴリーを 2 カテゴリーに集約

した。以下、カテゴリーを【】、サブカテゴリーを＜＞で示し、代表的なコードについ
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ては［］で示す。  

カテゴリーⅠ.【農業を取り巻く環境】

肝付町にとって、［農業は基幹産業である］と考えられている。地理的表示保護（GI）

制度に登録された香酸柑橘の［「辺塚だいだい」のような特産物がある］など、＜農業

の特徴（強み・機会）＞がある。ただし、それ以外の農産物においては、［近隣市町村

のように目立ったブランド品目がない］とのことで、たとえば、近隣市町村では、東串

良町のピーマンや、曽於市のごぼうといった有名なものがあるため、［農業分野におい

ては近隣市町村の方が魅力が勝る］という見解が示された。この他にも＜農業の特徴

（弱み・脅威）＞がある。たとえば、［農業の担い手不足の問題を抱えている］という

ことだ。［地域内でも農業の担い手不足の話題がでる］し、実際、高齢化が進んでおり、

従事者の不足だけでなく、指導者についても不足している状況にある。［農家の高齢化

と後継者不足で、耕作放棄地も散見される］が、それに加えて、［小規模農家が多く、

組織化が進んでいない］状況にある。町としては、集落営農というかたちにシフトして

もらいたいという意向があり、取組を進めてきたものの、農家の高齢化が進んでおり、

農業を辞めていく人が多く、新しく組織を形成していくというような動きにつながら

ない実情がある。また、農業の六次産業化や農商工連携のような地域農業を盛り上げよ

うとする活動が行われていないわけではないが、やはり［農家の高齢化等で担い手不足

のため、新しい動きができない］という土壌があるそうだ。そのため、たとえば作付面

積の広い作物であるサツマイモなどでも六次産業化を試みようといった機運が生まれ

ないとのことであった。  

 また、中山間地域で山地を抱えており、段々畑や棚田なども過去には多くあったとい

うことであるが、高齢化の問題に加えて機械化が難しいということもあり、現在は荒廃

が進んでいる。  

カテゴリーⅡ.【援農・関係人口関連】

肝付町では、［町内の高校を対象に民泊体験が行われていて、農家からの評判もよい］。

この民泊体験の中で農業体験も行われている。「援農ボランティア活用は、農業の維持・

発展に寄与するか」という質問に対しては、「町の農業に触れ、知る機会が増えること

だけ見ても、十分寄与する」という回答が得られたが、これは援農ボランティアの労働

力としての活用というよりも、学生と農家の関わりや協働により農家が得られる活力

や、学生が農業の仕事や農家の現状を知ることができる機会に重きを置かれているよ

うであった。そのため、［援農ボランティアへの期待はあるが、現状は町の農業を知っ

てもらう機会ととらえている］ということであり、現状はその労働力の活用というとこ

ろにまで、すぐに望める状態ではないようであった。実際、［農地の活用や荒廃防止の

ため、農業体験や援農ボランティアを募りたいが、具体的な計画は現状ない］し、［外

部からの援農を受け入れるには外部の人の協力を得る必要がある］とのことであった。
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ただし、［援農ボランティアを募るに際しては、 NPO 等の外部の力が必要である］が、

そのようなことに協力してくれる団体があれば、「町としても全面的にバックアップし

たい」ということであった。ここには＜援農ボランティア活用への期待＞がある。［風

の人の援農によって、地域の活性化に期待したい］し、［既存の農家にない、よそ者な

らではの視点で資源を掘り起こしてもらいたい］という思いもあった。たとえば、販売

農家の場合でも、JA から要求される農作物の必要数量さえ出荷すれば、それ以降は収

穫されずそのまま実りっぱなしになっているケースも散見されるそうだ。これについ

て［援農ボランティアの受入により、活用できていない未収穫の農産物の活用や新たな

展開が期待できる］ようになることが期待されていた。他にも、［援農や農業体験をと

おしたツアーが行えれば、様々な点で町にもメリットがありそう］という声もでてお

り、［既存の観光産業の活用に加えて、農業体験等の別のものをかけ合わせた観光客の

誘致を検討している］とのことだった。ただし、＜援農ボランティア活用への課題＞も

少なくない。一つは［観光客等の受け入れに際してアクセス上の問題がある］ことだ。

もともと薩摩半島の西側には多くの観光客が来るが、東側にはあまり来ることはない

という背景があるとのことであった。東京から肝付町に行く場合には、まずは飛行機で

鹿児島空港に向かう必要がある。その後、鹿児島空港から鹿屋市までは連絡バスがとお

っており、所要時間は約 1 時間半である。そして、鹿屋市から肝付町への移動は、現実

的な手段としてはレンタカーを借りることであり、所要時間は約 30 分であるとのこと

だった。また、肝付町には［観光客等の受け入れに際して受け入れ設備等の問題があ

る］。肝付町内にある宿泊施設はごく少数で、［一般への民泊の受け入れは行われていな

い］。そのため、ロケットの打ち上げの際には来町者が増えるものの、その多くは鹿屋

市内の宿泊施設に滞在するそうだ。  

 また、［現在はやられていないが、過去には収穫体験イベントのツアーが行われてお

り、評判も良好であった］。具体的には、タンカンの収穫体験のツアーを街で主催し取

り組んだものであり、数年にわたって継続したが、その後旅行業法の改正に伴いこれが

できなくなったため、現在は行われていないとのことであった。  

 なお、肝付町の出身者が町外へ転出する場合、多くは隣の鹿屋市を転出先として選ぶ

傾向にあるそうだ。しかし、過去にはみられた［農家出身の町外在住者の里帰り時の援

農等は今はなかなかみられない］状況にある。他方で、使われていない田畑を活用した

新たな取り組みとして、［一坪農園等での呼び込みや仕組みづくりが確立できれば、一

定のニーズはありそう］だということであった。たとえば、鹿屋市在住のオフィスワー

カーを対象に、週末農業のようなかたちで使われていない田畑を貸し出し、手ぶらで来

ても道具もすべて揃っていて、家庭菜園レベルで楽しめるようにすれば、比較的現実的

に実施もできそうであるとのことだった。 

5. 考察
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 今回調査した二つのモデル団体（横手市と肝付町）は、それぞれ規模は違えども、ど

ちらも農業を基幹産業であるととらえており、またその担い手不足に陥っているとい

う点で共通している。他方で、両者において、今回の総務省モデル事業への取り組みに

関して異なる点も存在していた。それは、「援農ボランティア関連の事業の有無」と、

そこから生じる「援農ボランティアへの期待度の違い」である。まず、横手市の取り組

みでは援農を含む農業関連のイベントが実施されており、課題を認識しながらも、援農

ボランティア活用への強い期待感があることが確認できた。実際、横手市の応援人口

（関係人口と同義で用いられている）や、その構成要素の一つである応援市民の活動は

複数例示されており、その中には「人手不足の農家の手伝い」という、援農ボランティ

アの存在が重要視されていることがわかるような、直接的な表現もあった。このことか

らも、横手市の事例からは、「関係人口と援農ボランティアとの間につながりや関係性

がある」ということが判断できるだろう。しかし、肝付町の取り組みは、町内の観光資

源である JAXA の内之浦宇宙空間観測所を起点にしたものであり、その中に援農を含む

農業関連のイベントは組み込まれてはいなかった。また、担当者によれば、これまでの

関係人口開拓の試みや活動のうち、援農を含む農業体験会のようなもの 17が行われたこ

とはなく、これまでに援農ボランティアのような関わり方をする関係人口はいない 18と

のことだった。このような状況を踏まえると、肝付町の事例からは、関係人口と援農ボ

ランティアとのつながりや関係性は十分に認識されてこなかったということが判断で

きるだろう。しかしながら、今回のインタビューをとおして、肝付町の担当者からは

「援農ボランティアとして、気軽に農業に触れる機会や良好な人間関係を構築できる

ような仕組みは必要である」という発言や、「援農という関わり方を模索してみたい」

という発言があり、関係人口としての援農ボランティアというものへの今後の期待を

感じることはできた。そのため、肝付町においても今後は関係人口と援農ボランティア

との間につながりや関係性が顕在化してくる可能性があると考えた。以上を踏まえて、

本研究で設定した二つの RQ について改めて考察していきたい。 

 RQ1 は、「多様な関わり方をする関係人口の中には、援農ボランティアのような関わ

り方をする者もいるのか」ということであるが、これについては、第２節で行った予備

的考察と第４節で行った調査結果を踏まえて、「関係人口としての援農ボランティア」

というものは存在し得ると考える。まず、予備的考察において、関係人口の「多様な関

わり方」の一つとして援農ボランティアが理屈の上では存在できることを説明した。ま

た、その援農ボランティアが「交流人口である（関係人口ではない）」ととらえられか

ねないケースを想定して、「『今後の期待できる潜在的貢献』を有している交流人口が関

係人口である」という主張を展開した。つまり、「『今後の期待できる潜在的貢献』を有

している地域外から来た援農ボランティアが存在する」ということを示すことが、「関

係人口としての援農ボランティアが存在する」ということを示す根拠となる。そこで、

横手市の事例を確認してみると、「いぶりがっこ農家応援事業」（ 2018 年度と 2019 年度

に実施）の中で実際に援農が行われていたことがわかった。つまり、横手市の関係人口
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創出・拡大の取組事業において、援農ボランティアが参加していた事実が示されたこと

になる。では、その参加者（初年度は 6 名、翌年度は 2 名）が、実際に「今後の期待で

きる潜在的貢献」を有していたのかということについても検討してみたい。前述のとお

り、本研究では「一度関与した交流人口が、二度目の関与をした」ということをもって、

「『今後の期待できる潜在的貢献』を有する」と認めるものとしているが、この 2019 年

度の参加者 1 名は前年度からの継続参加の者である。したがって、その参加者が「二年

目も継続して参加した」という事実を踏まえれば、その参加者の初回の参加時点で「『今

後の期待できる潜在的貢献』を有していた」ということが評価できよう 19。少なくとも

この参加者については、「関係人口としての援農ボランティア」といえる存在である。

そのため、「多様な関わり方をする関係人口の中には、援農ボランティアのような関わ

り方をする者もいるのか」という RQ1 については、理屈の上でも実態の上でも「関係人

口としての援農ボランティア」というものは存在し得ると結論づけることができるだ

ろう。 

RQ2 は、「地域にとって、援農ボランティアを行う関係人口への期待の大きさに違い

はあるのか」ということであるが、これについても、二事例への調査を経てその大きさ

に違いがあることを確認できたと考える。まず、現に援農を含む農業関連のイベントを

行っている横手市の事例では、応援研究ゼミ内で「人手不足の農家の手伝い」という提

案がされている。また、それが実際に「いぶりがっこ農家応援事業」として実施された

わけであるが、現在はこの事業は一旦休止しているものの、今後の継続についても前向

きに検討されていることからも、援農ボランティアを行う関係人口への期待が大きい

ことが判断できるだろう。他方で、肝付町の事例では、担当者の「援農ボランティアと

して、気軽に農業に触れる機会や良好な人間関係を構築できるような仕組みは必要で

ある」という発言や、「援農という関わり方を模索してみたい」という発言から、「援農

ボランティアを行う関係人口への期待」を感じることができた。ただし、肝付町ではこ

れまで関係人口関連の事業が援農と結びつけられてこなかったこともあり、援農ボラ

ンティアへの期待はあるが、現状は町の農業を知ってもらう機会ととらえられており、

援農ボランティアの労働力の活用というところにまでは、すぐに望める状態ではない

ようであった。また、肝付町では遠居の者を受ける際の難点もある。たとえば、肝付町

へのアクセスのしにくさ、受け入れる際の宿泊施設等の少なさ、受入農家がほぼ個人農

家に限定されてしまい受入農家の負担が大きくなってしまう点等である。たしかに、肝

付町にも援農ボランティアを行う関係人口への期待はあるものの、このような難点を

クリアできていない現状から、援農ボランティアの労働力としての活用の実現性が現

実的なものとしてとらえられていないようでもあった。そのため、実際にそれに力を入

れている横手市と比較すると、その期待度はまだ萌芽の段階にあるという評価になら

ざるを得ない状況にある。したがって、「地域にとって、援農ボランティアを行う関係

人口への期待の大きさに違いはあるのか」という RQ2 については、現にそのような活

動が行われている横手市ではその期待は大きく、そのような活動が行われていない肝
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付町では期待はありつつもその活動への障壁がある分だけ、相対的に低くなっている

と結論づけることができるだろう。  

6. おわりに

6.1 まとめ 

本研究では、新しい地域づくりの担い手となれる存在として近年注目されている関

係人口の概念と、多くの地域にとっての基幹産業である農業を支援する援農ボランテ

ィアとの関係性について、文献精査、インタビューの実施および逐語録内容の質的記述

的研究方法による分析により検討を行った。  

まず、RQ1 の「多様な関わり方をする関係人口の中には、援農ボランティアのような

関わり方をする者もいるのか」ということであるが、これについては「関係人口として

の援農ボランティア」というものは、理屈上も実態上も存在し得ると結論づけた。まず、

理屈上ということでは、本研究では「関係人口は狭義の交流人口である」という考えに

立脚し、「『今後の期待できる潜在的貢献』を有している交流人口は関係人口である」と

いう主張を展開した。その上で、「今後の期待できる潜在的貢献」を有する援農ボラン

ティアを、「援農ボランティアかつ関係人口」という状態、すなわち「関係人口として

の援農ボランティア」であると位置づけた。また、実際上ということでは、横手市の事

例をみても、「いぶりがっこ農家応援事業」の参加者のうち継続して参加している者

（「今後の期待できる潜在的貢献」を実際に果たしている者）がいたことからも、「関係

人口としての援農ボランティア」というものが実在していることも確認できた。  

そして、RQ2 の「地域にとって、援農ボランティアを行う関係人口への期待の大きさ

に違いはあるのか」ということについても、現に援農を含む農業関連のイベントを行っ

ている横手市では期待が大きいことが確認でき、そうでない肝付町においては今後そ

の期待が大きくなっていく可能性があるという評価をした。横手市の場合は、関係人口

の概念が登場する 2016 年以前より、応援人口という独自の類似の概念を創設し、その

活動の範囲や内容について横手市とその出身者を交えて深く議論・検討されてきた経

緯がある。農業が同市にとっての基幹産業であり、またその労働力不足の課題があった

以上は、関係人口としての援農ボランティアへの期待が高まっていたのは、当然の流れ

であったといえるのかもしれない。他方で、肝付町の場合は、そもそも関係人口と援農

ボランティアの両者のつながりや関係性というものが意識されてこなかったという経

緯がある。それゆえに、これまでに援農ボランティアのような関わり方をする関係人口

はいなかったと認識されていた。また、たしかに援農ボランティアを行う関係人口への

ニーズはあったものの、実際に援農ボランティアを受け入れるための環境が十分に整

っていないこともあり、関係人口としての援農ボランティアの活用をすぐに期待でき

るところまでには至っていない状況であった。そのため、援農ボランティアに同町の農

業の不足した労働力の補完という役割を期待するのであれば、援農ボランティアの呼
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び込みと並行して、受け入れるための環境の整備の必要性も感じられた。

既往の研究では、関係人口の概念の中で、援農ボランティアのような関わり方に関し

て取り上げているものはみられなかったが、本研究で行った二つの RQ の検証により、

「関係人口において、援農ボランティアは重要な要素の一つであり、一部包含の関係性

にある」ということを示すことができたと考える。 

6.2 今後の課題 

今後の課題としては次のものが挙げられる。  

一つめは、関係人口と交流人口をわけるものとして示した、「今後の期待できる潜在

的貢献」について、より深度のある議論が求められているということである。本研究で

は、二度目の関与の事実をもって「今後の期待できる潜在的貢献」の存在があることを

認めたが、この概念の本質はもっと深いところにあるはずである。たとえば、この潜在

的貢献は誰が誰に対して期待するもので、何をもって貢献とするのか、またどの時点で

その貢献の潜在性を評価できるものなのか、といった点である。 

二つめは、関係人口としての援農ボランティアを、どのようにして継続的に呼び込ん

でいくのかということを検討することである。たとえば、横手市の「いぶりがっこ農家

応援事業」では、初年度は 6 名の参加者がおり、財源があった関係で、その旅費や宿泊

費を参加者が負担することはなかったが、その翌年度は旅費は参加者の自己負担で、宿

泊費は一部のみ市からの支給ということになり、参加者は 2 名にとどまったという事

実がある。この行政からの補助の削減が、参加者減少の直接的な原因であると断定する

ことはできないものの、少なからず参加を検討していた人たちの参加意欲に負の影響

があったことは想像に難しくない。ましてや、今後行政の関与を入り口やきっかけづく

りの提供というものにとどめ、参加者たちの自主的な行動により、活動を継続・拡大さ

せていくような、自走していくような仕組みづくりを目指していくのであれば、ますま

す行政からの補助は期待できないものになる可能性が高い。したがって、援農ボランテ

ィアの活用による地域農業の継続性に期待するのであれば、関係人口としての援農ボ

ランティアを、どのようにして継続的に呼び込んでいくのかという議論は避けてはと

おれないものであろう。  

三つめは、初動の段階で、関係人口としての援農ボランティアをどのようにして呼び

込んでいくのかということである。たとえば、横手市は、秋田県第二の都市で知名度も

あり、規模も大きく交通網も整備されており、訪問するに際してもアクセスのよさがあ

る。また、四季折々のイベントや伝統行事などの豊富な観光資源もある。このように横

手市は地域外の人々に発信できる魅力を多く有している。このような地域の場合には、

関係人口としての援農ボランティアの初動の段階での呼び込みには、比較的少ない労

力で効果が期待できることが予想される。他方で、肝付町も JAXA の内之浦宇宙空間観

測所という他の地方にない際立った観光資源はあるものの、特出した農産物のブラン

ドを有していないことや、アクセス上の問題、受け入れる設備や環境が十分に整ってい
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ない等の課題を踏まえれば、関係人口としての援農ボランティアを呼び込んでいくに

際してはそれらが難点となってくる。また、本研究では二事例の検証にとどまったが、

我が国には、特出した観光資源を有していない地域や、より規模が小さく高齢化も進ん

だ地域といったものも多くあるはずである。そのような地域の場合では、初動の段階で

の関係人口としての援農ボランティアを、どのようにして呼び込んでいくのかという

政策的な議論も、調査対象を増やした上で展開されていくべきであろう。 

四つめは、関係人口としての援農ボランティアが提供した労働力を、どのように評価

していくのかという点である。たしかに、高齢化と担い手の減少により地域農業は労働

力不足に陥っている。そして、援農ボランティアの活用によりその不足した労働力が補

われることが期待されている。しかし、すべての援農ボランティアの活動が農家にとっ

て助けになるのかどうかということについては、慎重な判断が求められる。そのために

も、関係人口としての援農ボランティアが提供した労働力を、どのように評価していく

のかということについても、今後十分に議論されていくべき論点であると考える。  

注 
1 田 中 （ 2021） に よ れ ば 、 関 係 人 口 と い う 用 語 は 、 2016 年 に メ デ ィ ア 関 係 者 の 高 橋 博 之 氏 と

指 出 一 正 氏 が 最 初 に 言 及 し た も の で あ り 、 そ の 後 、 学 術 研 究 に お い て は 、 農 業 経 済 学 者 の 小

田 切 徳 美 氏 が 中 心 と な り 、 深 い 議 論 が 進 め ら れ て い る も の で あ る 。  

2 エ マ リ コ く に た ち （ 2020） は 、「 援 農 ボ ラ ン テ ィ ア は 、 地 域 に よ っ て は 農 業 経 営 に な く て は

な ら な い も の 」 に な っ て お り 、「 農 業 従 事 者 の 高 齢 化 が 進 む な か 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 方 が 主 た る

従 事 者 と 言 っ て も い い ケ ー ス 」 も あ る と い う 見 解 を 示 し て い る 。  

3 エ マ リ コ く に た ち （ 2020） は 、 一 般 市 民 の 参 加 へ の ハ ー ド ル の 高 さ と し て 、 自 治 体 の 開 催

す る イ ベ ン ト の カ リ キ ュ ラ ム や 日 程 の 設 定 に 困 難 さ が あ る 点 と 、 既 存 の 援 農 ボ ラ ン テ ィ ア の

志 の 高 さ が 全 面 に 出 す ぎ て し ま い 、 そ れ が 初 心 者 が 新 規 に 参 入 す る こ と へ の 弊 害 に な っ て い

る 点 の 二 点 を 挙 げ て い る 。  

4 小 池 （ 2016） は 、 名 古 屋 市 圏 郊 外 の 市 民 農 集 団 を 対 象 に ア ン ケ ー ト を 実 施 し た が 、 援 農 と

い う 言 葉 の 認 知 度 は 41.9%と い う 過 半 数 に 満 た な い 結 果 で あ っ た 。 そ れ で も 「 一 般 市 民 に 比

べ れ ば 相 当 高 い だ ろ う 」 と い う 見 解 を 述 べ て お り 、 こ こ か ら も 援 農 と い う 言 葉 の 一 般 市 民 へ

の 認 知 度 の 低 さ が 伺 え る 。  

5 よ り 丁 寧 に 述 べ れ ば 、 一 度 目 の 関 与 時 に 、 少 な か ら ず 「 今 後 も 関 与 す る 可 能 性 が あ る 」 と

い う 点 に お い て は 、 一 定 程 度 の 「 今 後 の 期 待 で き る 潜 在 的 貢 献 」 は 生 じ て い る の か も し れ な

い し 、 少 な く と も そ の 余 地 が あ る こ と は 否 定 で き な い 。 た だ し 、 そ の 期 待 値 の 高 さ に 違 い は

あ る は ず で あ る 。 た し か に 、 そ の 期 待 値 の 低 い も の ま で も 含 め て 「『 今 後 の 期 待 で き る 潜 在 的

貢 献 』 を 有 す る 」 と す る 考 え 方 も あ る か も し れ な い 。 し か し 、 本 研 究 で は よ り 保 守 的 な 観 点

か ら 、「 二 度 目 の 関 与 の 事 実 を も っ て 、 一 度 目 の 関 与 時 に 『 今 後 の 期 待 で き る 潜 在 的 貢 献 』 が

生 じ た 」 と い う 考 え 方 を 採 用 し た 。  

6 手 順 は 次 の と お り で あ る 。 ま ず 、 作 成 し た 逐 語 録 を 熟 読 し 、 農 業 を 取 り 巻 く 環 境 に 関 す る

発 言 や 、 援 農 ボ ラ ン テ ィ ア と 関 係 人 口 に 関 す る 発 言 を 抽 出 す る 。 次 に 、 そ れ ぞ れ の 発 言 の 趣

旨 を 解 釈 し 、 共 通 の 趣 旨 を 持 つ も の を ま と め て コ ー ド 化 を 行 う 。 そ の 後 、 各 コ ー ド を 確 認

し 、 類 似 性 の あ る も の に つ い て は 、 サ ブ カ テ ゴ リ ー と し て ま と め る 。 最 後 に 、 類 似 性 の あ る

21



サ ブ カ テ ゴ リ ー を カ テ ゴ リ ー と し て ま と め る 。

7 Sandelowski（ 2000） は 、 質 的 記 述 的 研 究 の 記 述 は 、 ケ ー ス の 事 実 を 日 常 の 言 葉 で 表 現 す る

た め 、 解 釈 的 な 部 分 が 少 な い 記 述 で あ る と し て お り 、 方 法 と し て も よ り シ ン プ ル で 基 本 的 で

基 礎 的 な も の で あ る と 紹 介 し て い る 。 対 照 的 に 、 Sandelowski（ 2000） は 、 現 象 学 的 研 究 や グ

ラ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー 法 、 エ ス ノ グ ラ フ ィ ッ ク な 研 究 、 ナ ラ テ ィ ブ 研 究 等 に よ る 記 述 に は 、

出 来 事 を 別 の 言 葉 で 表 現 す る 等 の 研 究 者 の 解 釈 的 な 記 述 が 含 ま れ る た め 、 そ れ ら の 方 法 で は

デ ー タ か ら 離 れ た り 、 デ ー タ の 中 に 入 る こ と が 求 め ら れ る と 述 べ て い る 。  

8 こ の 判 断 に お い て は 、 援 農 に 関 す る 直 接 的 な 描 写 が あ る も の の み な ら ず 、 農 業 体 験 の 実 施

や 農 作 業 の 写 真 が 添 付 さ れ て い る も の に つ い て も カ ウ ン ト し て い る 。  

9 複 数 年 度 に わ た っ て 採 択 さ れ て い る と い う こ と は 、 こ の 事 業 へ の 取 り 組 み に 力 を 注 い で お

り 、 か つ 評 価 さ れ て い る モ デ ル 団 体 で あ る と い う 理 解 か ら 、 こ れ を 判 断 基 準 と し た 。  

10 他 に は 、 鳥 取 市 （ 鳥 取 県 ）、 東 御 市 （ 長 野 県 ）、 松 田 市 （ 神 奈 川 県 ） も 、 農 業 関 連 の 事 業

（ か つ 土 地 利 用 型 農 業 で な い ） が 行 わ れ て い る こ と が 特 に 読 み 取 れ た た め 、 調 査 対 象 の 候 補

と す る こ と も 検 討 し た が 、「 モ デ ル 団 体 へ の 採 択 回 数 が 複 数 回 で あ る こ と 」 と い う 観 点 か ら 、

今 回 は 横 手 市 を 調 査 対 象 と し た 。  

11 横 手 市 へ の イ ン タ ビ ュ ー は ま ち づ く り 推 進 部 地 域 づ く り 支 援 課 に 行 い 、 肝 付 町 へ の イ ン タ

ビ ュ ー は 企 画 調 整 課 に 行 っ た 。  

12 2020 年 の 農 林 業 セ ン サ ス に よ れ ば 、 横 手 市 の 総 農 家 数 は 5,731 戸 （ 販 売 農 家 4,517 戸 、 自

給 的 農 家 1,214 戸 ） で あ る 。  

13 応 援 人 口 の 定 義 は 、 関 係 人 口 の 概 念 と ほ ぼ 同 一 の も の で あ る と 考 え ら れ て い る 。  

14 応 援 研 究 ゼ ミ と い う か た ち で 参 加 者 を 募 り 、 そ こ で 横 手 市 の 抱 え る 地 域 課 題 の 対 応 策 の 企

画 と 立 案 が 行 わ れ た 際 に 、「 人 手 不 足 の 農 家 の 手 伝 い 」 と い う 提 案 が さ れ た 。  

15 2020 年 の 農 林 業 セ ン サ ス に よ れ ば 、 肝 付 町 の 総 農 家 数 は 868 戸 （ 販 売 農 家 448 戸 、 自 給

的 農 家 420 戸 ） で あ る 。  

16 「 肝 付 町 農 業 振 興 計 画 （ 第 3 次 ）」（ 肝 付 町 農 林 業 技 術 院 連 絡 協 議 会 、 2021） で は 、 2014

年 の 農 家 人 口 は 2010 年 に 比 べ て 30%減 少 し 、 2020 年 の 試 算 値 で は 2014 年 に 比 べ て 16.5%

減 少 す る 想 定 で あ る と さ れ て い る 。  

17 過 去 に 行 わ れ て い た と い う 「 タ ン カ ン の 収 穫 体 験 の ツ ア ー 」 は 、 こ れ に あ た る 可 能 性 も あ

る 。  

18 た だ し 実 際 に は 、 関 係 人 口 の 分 類 の 一 つ で あ る 近 居 の 者 や 遠 居 の 者 が 帰 省 に 際 し て 援 農 を

す る ケ ー ス な ど は 少 な か ら ず あ る こ と が 想 像 さ れ る が 、 以 前 に 比 べ れ ば そ の よ う な 援 農 は か

な り 減 っ て き て い る と の こ と で あ っ た 。 し た が っ て 、 関 係 人 口 と し て の 援 農 ボ ラ ン テ ィ ア と

い う も の が 、 肝 付 町 に も 少 な い な が ら も い る と い う こ と で あ る 。  

19 な お 、 継 続 参 加 を し な か っ た 参 加 者 に つ い て は 、 本 研 究 で 採 用 し て い る 保 守 的 な 観 点 を 用

い れ ば 、「『 今 後 の 期 待 で き る 潜 在 的 貢 献 』 を 有 し て い る 」 と み な す こ と は 難 し い 。 た だ し 、

実 際 に は 今 後 別 の 機 会 に ま た 参 加 す る と い う 可 能 性 ま で は 否 定 し き れ な い た め 、「『 今 後 の 期

待 で き る 潜 在 的 貢 献 』 を 有 し て い な い 」 と ま で は 断 定 で き る も の で は な い 。  
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Abstract： 

"Connected Mind" is a term that has been attracting attention in recent years. Connected 

Mind refers to people who are involved in diverse ways with the community and are 

expected to be new players in the community. Connected Mind is a new concept proposed in 

2016. However, there are still some issues to be addressed, such as clarification of the 

definition of the term, due in part to its high level of abstraction. On the other hand, there is 

also the concept of farm volunteers, who support agriculture, which is one o f the key 

industries in the region. Although the concept of farm volunteers is relatively concrete in 

terms of the nature of their work and the significance of their existence, there are problems 

such as low recognition and high barriers to entry. The purp ose of this study is to examine 

and clarify the connection and relationship between the concepts of Connected Mind and 

farm volunteers, thereby contributing to the development of both Connected Mind and farm 

volunteers and to the resolution of their proble ms. 
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アントレプレナーエコシステムの出現過程とガバナンスデザイン

に関する研究:新潟県長岡市を事例として 

長岡大学 経済経営学部 栗井 英大 

新潟大学 経済科学部  伊藤 龍史 

新潟大学 経営戦略本部 佐々木 淑貴 

開志専門職大学 事業創造学部  東城 歩 

査読論文（2023 年 8 月 29 日）  

要 旨

本 稿 は 、 近 年 、 起 業 家 研 究 に お い て 注 目 を 集 め る ア ン ト レ プ レ ナ

ー エ コ シ ス テ ム （ E E ） の 出 現 過 程 に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン に 関

す る 事 例 研 究 で あ る 。  

先 行 研 究 の 多 く は 、 概 念 的 研 究 ま た は 事 例 研 究 を 通 じ た E E の 構

成 要 素 の リ ス ト 化 が 中 心 で あ っ た 。 そ こ で 、 本 稿 で は 、 ミ ク ロ と マ

ク ロ の リ ン ク の 視 点 を 伴 っ た 枠 組 み を 適 用 し た 実 証 研 究 を 行 う こ と

で 、 E E の 誕 生 期 に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン を 捉 え る こ と を 目 指

し た 。  

ま ず 、 先 行 研 究 よ り E E の 研 究 拡 充 に 向 け た 論 点 整 理 を 行 っ た 上

で 、 先 行 研 究 か ら E E の 進 化 の 段 階 、 す な わ ち 、「 誕 生 期 」「 移 行 期 」

「 統 合 期 」 か ら な る ラ イ フ サ イ ク ル に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン に

関 す る 命 題 を 提 示 し た 。  

次 に 、 E E の ケ ー ス ス タ デ ィ と し て 新 潟 県 長 岡 市 の 事 例 を 分 析 、 考

察 し た 。そ の 結 果 、 E E の 誕 生 期 に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン に 関 す

る 2 つ の 命 題 、 す な わ ち （ 1 ） E E の 誕 生 期 に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ

イ ン は 、 少 数 の ア ン カ ー テ ナ ン ト を 中 心 と し た 階 層 的 な デ ザ イ ン で

あ る こ と 、 お よ び （ 2 ） E E の 誕 生 期 に お け る ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン で

は 、 起 業 志 望 者 と ア ン カ ー テ ナ ン ト を 出 会 わ せ る た め の 仕 掛 け が 施

さ れ て い る こ と 、 が 真 で あ る こ と を 明 ら か に し た 点 に あ る 。  

キ ー ワ ー ド：ア ン ト レ プ レ ナ ー エ コ シ ス テ ム 、ガ バ ナ ン ス デ ザ イ ン 、

ラ イ フ サ イ ク ル 、 ア ン カ ー テ ナ ン ト 、 事 例 研 究
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1 序  

近年、起業家の成功を促進する環境を組織的に創出しようとする「アントレプレ

ナーエコシステム（Entrepreneurial  Ecosystem：EE）」の概念に注目が集まっている。

アントレプレナーエコシステム（以下「 EE」と表す）とは、特定の地理的場所また

は仮想的場所にいる多様な行為主体が、新たな起業家を生み出すために相互作用す

る こ と で 創 出 さ れ る 動 的 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る （ Sussan, & Acs,  2017;  Roundy,  

Bradshawb, & Brockman,  2018）。EE 概念と他の類似概念（例えばクラスター）の違

いは、起業家を分析の中心に置き、起業家の立場からみた場合の社会的・経済的な

環境の役割（起業家と他の主体による相互作用の役割）を重視している点にある

（ Stam, & Spigel,  2018）。  

ただし現象的には、 EE は民間や大学主導型エコシステムのように全体設計を検

討せずに自然発生的に現れるのを待つだけのものではない。実際、世界の各所にお

いて、例えば行政機関等が主体となり、EE を半ば意識的に生み出そうとする動きも

確認される（Colombelli ,  Paolucci ,  & Ughet to, 2019）。単体の企業組織内部ではなく、

多様な行為主体が同居する「地域」という分析単位においては、必ずしも行為主体

同士の相互作用が網の目状に広がっているとは限らない。EE に代表される「地域

の（行為主体同士の）凝集性」を高度に求められる事象を生み出そうとする場合、

整備すべき鍵となる役割行動や機能を担うための十分なアフォーダンスを当該地

域において確保する必要がある。この点から地域経営を研究するための有用な方法

の １ つ が ア ン カ ー テ ナ ン ト 仮 説 （ Agrawal, & Cockburn, 2003; Colombelli,  

Paolucci, & Ughetto, 2019）である。本稿が研究対象とする新潟県長岡市もそうし

た動きがみられる事例である。

こうした EE の概念的な捕捉と現象的な動向を踏まえると、EE は構成要素の単純

な集合によって表現され得る現象ではなく、むしろ要素間の相互作用を通じて時間

の推移とともに変化し得る動的な存在であり、かつ俯瞰的な仕掛けづくりも役割を

担っているとみることが適切であろう。しかしながら、先行研究の多くは、概念的

研究または事例研究を通じた EE の構成要素のリスト化が中心であった（例えば

Cavallo,Ghezzi ,  & Balocco , 2019）。 EE が本質的にもつ動的な性格と、起業家を中心

とした各主体間のミクロな相互作用からマクロの挙動が創発するという概念化を

踏まえると、 EE を捉えるためにはミクロマクロリンクの視点を伴った枠組みを適

用した実証研究が行われる必要がある（Roundy, Bradshawb, & Brockman, 2018）。そ

れにも関わらず、こうした研究は僅少であるため、この研究状況は補うべき重要な

研究機会であると言えよう。  

本稿ではまず、 EE 概念においてミクロマクロリンクへ焦点を当てることに強調

点が置かれていることを示した上で、 EE のガバナンスデザインに関する概念フレ

ームワークを踏まえて命題を提示する。さらには、新潟県長岡市の事例を分析、考
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察し、命題の検証を行う。

2 概念的背景

2.1 EE 概念の強調点  

起業家と他の行為主体による相互作用が起業の長期的な成功を促す点について

は、従来からクラスター研究などで指摘されてきた（ Stam & Spigel ,  2018）。EE 研究

がクラスター研究をはじめとした他の類似する研究潮流と異なるのは、起業家に研

究の強調点を置き（分析の中心に置き）、起業家の立場からみた場合の社会的・経済

的な環境の役割（環境を構成する多様な行為主体との相互作用）を研究する点にあ

る。  

EE 概念と従来の類似概念との間には、議論の焦点として想定される「起業知識

（起業に際して必要とされる知識）」の範囲が異なる（Colombelli ,  Paolucci,  & Ughetto, 

2019）。Colombelli  et  al .（ 2019）によると、従来の概念で焦点が当てられていた起業

知識は、新製品やイノベーションのための技術に関する知識や、それらが市場で成

功するための市場に関する知識であった。一方、EE 概念においてはこれらの知識に

加えて、起業プロセス全般に関する知識（起業前と起業後に直面する広範な課題を

解決するための知識）にも目を向けている。EE 概念では、起業家を中心とした主体

間での起業知識の共有を図るための仕掛けの設計を考える。具体的には、起業家に

分析の焦点を置き、そこから起業支援環境（起業家による他の主体との相互作用）

へとズームアウトしながら考察が進められるのである。  

2.2 EE のガバナンスデザイン

EE のガバナンスデザインを研究するにあたって、本論文では特に、 Colombelli ,  

Paolucci  & Ughetto（ 2019）による概念枠組みをリサーチテンプレートとして参照す

る １ ）。Colombelli  et  a l .（ 2019）による概念枠組みは、EE の出現と進展における起業

家のニーズに適したガバナンスデザインの問題について検討するものである。この

概念枠組みはまさに、起業家に分析の焦点を置き、そこから起業支援環境（起業家

による他の主体との相互作用）へとズームアウトしながら EE をミクロとマクロの

リンクの側面もにらみながら考察する上で適切であると考えられる。

Colombelli  et  al .（ 2019）は、EE の進化の段階を「誕生期」「移行期」「統合期」か

らなるライフサイクルが存在するという概念枠組みを提示している。

誕生の段階では、地理的、制度的、関係的に密接な主体同士が結び付き始める。

誕生期においては特に、アンカーテナント、すなわち EE の出現を促す触媒となる

主体が重要な担い手となる。EE で、中心的な役割を果たしているのが、アンカーテ

ナントである。アンカーテナントは地域の経済成長、技術革新、イノベーションを

積極的に促進する中心的存在であると同時に、その周辺にさまざまな組織の集積を
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もたらす存在である。すなわち、EE の出現を促す触媒となる主体がアンカーテナ

ントであり、さまざまな組織からの信頼によって支えられる形で社会構造に埋め込

まれており、アントレプレナーシップの醸成と起業促進のための具体的な行動をと

る。  

移行の段階では、知識のスピルオーバーと人的資本の移動によって、EE 内の各主

体が直接的に結び付き始める。こうした直接的な接合によって、次第に、暗黙知の

共有、人的資本の交流、社会関係資本の構築が進み、主体間の直接的な相互学習が

可能になる。移行期においては、こうした主体間の直接的な接続や相互学習が公式

的にも非公式的にも進むことで、アンカーテナントの介在が少なくなっていく。  

最後の統合の段階においては、 EE は相互に網の目のように接続された主体のネ

ットワークに組み込まれていく。主体間の自己強化的な相互作用をつうじて、EE に

ポジティブフィードバックが発生する。統合期には、各主体の役割や機能において

一層の専門化（棲み分け）がなされる一方で、主体間の相互作用を支える価値観や

目的の共有が高度に達成されるため、より凝集性の高い EE の中で多数の優れた起

業家が輩出される状況がもたらされる。  

ここで、 EE のガバナンスデザインを起業家の視点からズームアウトして考える

と、次のようになる。まず誕生期においては、起業家は少数のアンカーテナントと

の直接的な繋がりをもつことで、起業プロセスにおいて必要な知識を適切かつ効率

的に獲得し、ビジネスアイデアに信頼性や正当性をもたせることができる。EE 内の

主体同士のネットワークはアンカーテナントを中心に形成されているため、ガバナ

ンスデザインの目的は、いかにして起業家候補者を発掘または生み出し、アンカー

テナントとの関係をもたせるかにある。そのため、階層的なガバナンスデザインが

最適な方法となる。さらにはその前提として、 EE を生み出そうとする地域におい

て、アンカーテナントとなり得る主体が何らかの理由により存在する、あるいはそ

うなることが促される必要がある。このことを踏まえて、本論文では以下の命題

（ Proposit ion： P）を設定する（以下「 P」と表す）。  

P1a：EE の誕生期におけるガバナンスデザインは、少数のアンカーテナントを中

心とした階層的なデザインである。  

P1b：EE の誕生期におけるガバナンスデザインでは、起業志望者とアンカーテナ

ントを出会わせるための仕掛けが施されている。

次に移行期においては、起業志望者は次第に、アンカーテナントを介さずともビ

ジネスアイデアの信頼性や正当性を得ることができるようになる。ただし、主体間

のネットワークが張り巡らされた状態には至っておらず、むしろ部分的に欠けたネ

ットワークであるケースが多発するため、必ずしも起業志望者が接点をもつ主体は

適切な相手とは限らず、また適切な主体との結び付きが効率的であるとは限らない。

このことは、たとえアンカーテナントを介した場合であっても同様である。EE 内の

主体同士のネットワークはアンカーテナントを中心としたものではないものの、も
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れなく張られた形状でもない。そのため、ガバナンスデザインは一意には決まらず、

階層的なデザインと（統合期における）水平的なデザインの中間の形態をとる。ガ

バナンスデザインの目的は、一方では起業家候補者の多様性を把握し、他方では支

援主体の属性を踏まえながら、アンカーテナント自体の役割および機能を分化させ

ることにある。このことを踏まえて、以下の命題を提示する。

P2a：EE の移行期におけるガバナンスデザインは、階層的なデザインと水平的な

（関係的な）デザインの間に位置付けられる。  

P2b：EE の移行期におけるガバナンスデザインでは、起業志望者と支援主体の多

様性を考慮して、両者をよりピンポイントに出会わせるための仕掛けが模索される。 

最後の統合期では、起業志望者はアンカーテナントを含む広範な主体と「最短距

離で」繋がることができるようになる。すなわち、EE の構成要素同士のネットワー

クがスモールワールド性を帯びてくる。こうしたネットワークのもとでは、起業志

望者はニーズに応じて適切な主体と効率的に結び付くことが容易になる。アンカー

テナントは当該 EE 内で活動する多くの支援主体のひとつとなり、誕生期や移行期

と比べると存在感が小さくなっていく。EE 内の主体同士のネットワークは、張り巡

らされた形状となる。そのため、最適なガバナンスデザインは水平的な（関係的な）

デザインである。ガバナンスデザインの目的は、起業家志望者が漏らさず把握され、

適時・適役・適切な支援主体とマッチングされるよう促すこと、EE の「境界」を意

識しながら正のフィードバックループが（負のフィードバックループを最小にとど

めつつ）保持されるよう促すこと、EE の構成要素および要素間の相互作用が適宜更

新・改善されるよう促すことにある。このことを踏まえて、以下の命題を提示する。  

P3a：EE の統合期におけるガバナンスデザインは、水平的な（関係的な）デザイ

ンである。

P3b：EE の統合期におけるガバナンスデザインでは、起業志望者と支援主体の多

様性を考慮して、両者をよりピンポイントに出会わせるための仕掛けが施されてい

る。  

以下ではこれらの命題について、新潟県長岡市の EE の出現プロセスを事例とし

て検証する。  

3 新潟県長岡市における EE の出現過程に関する事例研究 ２ ）  

本章では、新潟県長岡市における EE の出現プロセスを記述する。なお、長岡市

の EE は歴史が浅く、現在進行中の現象である。そのため、主として誕生期を中心

とした事例研究を行う。  

なお、新潟県長岡市は新潟県の中央に位置し、面積 891.06 ㎢、人口 263,198 人、

109,158 世帯（以上、 2022 年）、 12,212 事業所（ 2021 年）を有する新潟県第 2 の地

方都市である。  
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3.1 長岡市における EE の誕生期前期 ３ ）  

3.1.1 長岡市における起業・創業関連施策の萌芽

長岡市における起業・創業関連施策は、1998 年度に開始された「新規出店者育成

支援事業」にさかのぼる。本施策は、中心市街地の空き店舗に出店を希望する商業

者（小売業、一般飲食業、サービス業）に対し、改装費や賃料を助成することによ

り、新規出店の促進を図ることを目的としていた。具体的な支援内容は、改装費の

場合、その 1/2 以内の額（限度額 50 万円）を、賃借料の場合、月額家賃の 1/3～ 2/3

を 1 年間（限度額 15 万円）補助するという制度である。 2012 年度の本事業終了ま

での間に、 82 件の新規出店が実現し、約 7,560 万円の支援が実施された。  

次に、2002 年度より、「 SOHO 起業家育成支援事業」が実施された。本事業は、ブ

ロードバンド環境が整った小区画のオフィス（インキュベーション・オフィス「崇

徳館」）を、情報機器を使用して事業を行う起業家に低賃料で提供することにより、

長岡地域の開業率を高め、地域産業の活性化を促進することを目的としていた。具

体的な支援内容は、賃料 65,000 円 /月の区画（ 12 ㎡）に対して 40,000 円 /月を補助す

るという制度である。 2009 年 5 月の本事業終了までの間に、 10 者の起業家に対し

て支援が実施された。  

その後、 2013 年度より、「起業・創業支援事業」が実施された。本事業は、起業

に必要なノウハウを実践的かつ体系的に学べる環境を創出すること、および、起業

家精神の醸成を促すとともに、起業への夢の一歩を支援し、地域産業の創出、活性

化を図ることを目的としている。具体的には、起業家や税理士・中小企業診断士等

を講師に招いた「起業・創業塾」を開講し、起業する際の体験談や財務の基礎知識

や事業計画書の作成方法、マーケティング等の経営ノウハウを学ぶ、というカリキ

ュラムであった。  

3.1.2 「創業支援事業計画」に基づく創業支援

2014 年 1 月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、市区町村が民間の創業

支援等事業者（地域金融機関、NPO 法人、商工会議所・商工会等）と連携し、創業

支援を行う「創業支援事業計画」について、国が認定するフレームが構築された。

本制度では、創業に役立つ経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識習得を目的と

して継続的に行われる個別相談支援、複数回の授業を行う創業塾や創業セミナー等、

地域の支援機関と連携して実施する創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位

置づけ、本支援を受けた創業希望者等に対しては、株式会社等を設立する際の登録

免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金

要件の撤廃等の支援策が適用される。なお、全国 1,443 市町村で 1,285 件の計画が

認定されている（ 2022 年 6 月 24 日時点）。

長岡市は、起業を目指す人への支援を強化するため、起業支援センターながおか、

長岡商工会議所、株式会社日本政策金融公庫長岡支店、株式会社第四北越銀行、株
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式会社大光銀行、長岡信用金庫、株式会社商工組合中央金庫長岡支店、新潟県信用

保証協会で構成される「ながおか創業応援ネットワーク」を構築（上記は 2022 年

6 月 16 日時点のフレーム）し、 2014 年 10 月、「産業競争力強化法」に基づく「創

業支援事業計画」を策定し、国から認定を受けた。  

また、上記計画に基づき、2014 年 7 月「起業支援センターながおか（現在の一般

社団法人新潟県起業支援センター）」が「 CLIP 長岡」を開設した。「CLIP 長岡」は、

起業に関する相談窓口事業、起業・創業塾、起業家応援講演会の開催、専門コンサ

ルタントの派遣、専門コンサルタントへの個別相談料の補助事業など総合的な支援

事業を行っており、長岡市は本事業に対する補助金を交付している。また、2018 年

度以降、機運醸成や起業後の課題解決サポートに関する事業を本センターに委託す

ることで、起業前から起業後までの一貫したサポートを実施し、更なる起業家の発

掘と定着を目指している。  

3.1.3 補助金制度による起業支援

そのほか、長岡市は起業支援関連の補助金も創設している。

まず、2014 年度に創設された「長岡市未来の起業家応援補助金」は、長岡市への

新たな進出を伴う起業の促進、起業後の定着並びにこれによる地域経済の活性化を

図るため、将来的に成長が見込める事業に対して、その経費を補助するという制度

である。 2019 年度の制度廃止までに、 28 者に対して計約 2,700 万円を補助した。  

次に、2016 年度に創設された「クラウドファンディング支援事業補助金」は、イ

ンターネットを活用し、全国から資金を集め、自社製品や特産品のファンを獲得す

るなど、長岡の魅力発信につながる事業に対して、上限額 100 万円までを補助する

という制度である。投資家による長岡の事業の PR を促すことも狙っており、 2017

年度の制度廃止までに、 5 者に対して計 160 万円を補助した。  

なお、詳細内容は後述するが、2020 年度より、上記 2 種の補助金を統合した「ス

タートアップ創出補助金」が創設されている。

3.2 誕生期中期 ４ ）  

前述のように、創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を実施する中核拠点

は、一般社団法人新潟県起業支援センターが運営する「 CLIP 長岡」であり、長岡市

における起業・創業支援策における中心的な役割を担っている。  

そこで、一般社団法人新潟県起業支援センターが長岡市に提出した各年度の「事

業実施結果報告書」に基づき、「CLIP 長岡」の起業支援策を記述する。  

3.2.1 「 CLIP 長岡」の活動概要

「CLIP 長岡」が設立された 2014 年当初、起業家相談窓口、起業・創業塾、起業

家応援講演会、起業家個別相談料補助事業等を実施していた。その後、2016 年度に
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は新たに、起業志望者向けの情報発信として「起業ハンドブック」、「補助金・起業

家情報の提供」、起業家の連携促進を目的とした「ながおか起業ミートアップ」、起

業後のフォローアップを目的とした「巡回コンサルティング」を開始したほか、2017

年度から「補助金申請支援」を開始するなど、活動内容を広げている。2020 年度以

降、コロナ禍により、一部活動内容に制約を受けた一方、2021 年度には、新潟ニュ

ービジネス大賞への協賛や市内関原中学校での起業講演を実施するなど、その活動

内容を拡充している（表 1）。  

3.2.2 「 CLIP 長岡」による起業実績

上記取組みによる「CLIP 長岡」による起業実績は、2014 年 7 月の開業以降、2022

年 12 月末までの合計で 263 者となっている（表 2）。開業当初年である 2014 年は 8

者であったが、 2015 年以後、 30～ 40 者で推移している。なお、 2021 年、 2022 年の

起業実績の減少は、新型コロナ感染症の感染拡大に伴う相談業務・講演会等の実施

に制約が生じたこと等による。  

表１  「 CLIP 長岡」の活動実績

（出典）一般社団法人新潟県起業支援センター 各年「事業実施結果報告書」

平成26

（2014）

平成27

（2015）

平成28

（2016）

平成29

（2017）

平成30

（2018）

令和元

（2019）

令和２

（2020）

令和３

（2021）

相談のべ件数 169 299 326 331 273 255 277 285

相談新規件数 84 111 103 109 92 91 104 125

ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

ー ー ー ー ○ ○ ○ ○

開催延べ回数 12回 10回 15回 12回 12回 9回 6回 9回

申込・参加者数 30名 67名 67名 25名 49名 36名 9名 41名

起業家交流会 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 5回 3回

参加者数 27名 41名 41名 27名 46名 24名
39名+

ｵﾝﾗｲﾝ80名

25名＋

ｵﾝﾗｲﾝ116名

相談件数 4件 2件 1件 1件 0件 0件 0件 ー

利用者数 0社 0社 ４社 2社 6社 5社 14社 16社

７.巡回コンサルティング 件数 ー ー 26件 20件 ９件 19件 １件 １件

８.補助金申請支援 支援者数 ー ー ー 15名 6名 3名 7名 ５名

･共同商品開発

･レンタル事業

･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ作

成ﾌｫｰﾏｯﾄ販売

ー
出張

相談会

東京出張

起業

相談会

ー ー ー

･新潟ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ

  大賞への協賛

･関原中学校での

  起業講演

注１）平成26（2014）年度は、7月1日から12月31日までの間の実績。

注２）平成28（2016）年度より起業・創業塾と同時に「起業家交流会」を実施

注３）平成29（2017）年度までは申込者数、平成30（2018）年度以降は参加者数。

注４）令和２（2020）・３（2021）年度は、コロナ禍により、オンライン配信も実施。

注５）令和２（2020）年度より、バーチャルオフィス事業を開始。

年度

項目

起業ハンドブックの製作・提供

補助金・起業家情報の提供

６.起業支援室の運営・

バーチャルオフィス　注４

９.その他事業

５.起業家個別相談料補助事業

２.情報発信

４.起業家応援講演会　注3

３.起業・創業塾および

起業家交流会　注1･2

１.起業家相談窓口
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表２  「 CLIP 長岡」による起業実績（業種別）  

 
（出典）一般社団法人新潟県起業支援センター「起業実績  形態別・業種別集計」（令和 4 年 12 月 31 日現在）  

 

3.3 誕生期後期（～現在） ５ ）  

2017 年度より、長岡市は、施策の中心に「長岡版イノベーション」を据え、起業・

創業のみならず、産業振興や地域の課題解決・人材育成等、幅広い取組みを展開・

推進している。本施策の推進においては、①長岡の英知を結集し、産業を活性化さ

せる、②若者による起業・創業を促し、長岡を新しいビジネスの拠点にする、③変

化する時代に合わせた、最適な行政サービスを追求する、④変化の波に自らの足で

立ち、自ら時代を切り拓く人材を育成する、という 4 つの基本的視点を掲げ、市民

生活の向上と産業の活性化の実現を目指している。  

本稿では、 EE のガバナンスデザインを明らかにすることを企図していることか

ら、本施策の中から起業・創業に関する「長岡版イノベーション」の施策について

記述する。  

 

3.3.1 「長岡版イノベーション」における起業・創業支援策  

「長岡版イノベーション」の基本指針の一つとして、「若者による起業・創業を促

し、長岡を新しいビジネスの拠点にする」を掲げ、「長岡に集う若者を中心に据え、

新しいビジネス創造に向けたチャレンジができる環境整備を進める」ことを目指し、

各種支援策を実行している。イノベーションの創出につながるような、若者や学生

の起業・創業を手厚く支援するため、「ファーストペンギンプログラム」と称する、

①課題解決、②起業マインドの醸成、③起業の手法修得、④起業、⑤起業後の成長

まで、一貫した支援策を段階的に提供している。本プログラムは、人材育成と産業

振興の構想である「NaDeC 構想」６ ）に基づき、長岡市内の 4 大学 1 高専（長岡技術

科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡崇徳大学、長岡工業高等専門学校）、長岡

商工会議所、長岡市が NaDeC 構想推進コンソーシアムを組成した上で、実行されて

いる。以下、長岡市の起業支援プログラム「ファーストペンギンプログラム」の内

容について記述する。  

暦年

生活関

連サー

ビス

宿泊

飲食

卸売

小売

専門技

術サー

ビス

医療

福祉
製造

情報

通信
建設

教育

学習

支援

運輸

不動産

物品賃

貸業

学習研究

専門技術

サービス

農業
電気

ガス

他に分類

されない

サービス

合計

平成26（2014） 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8

平成27（2015） 7 2 5 8 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 30

平成28（2016） 4 6 3 7 3 6 1 3 1 1 2 0 1 0 0 38

平成29（2017） 11 9 6 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 36

平成30（2018） 14 3 3 1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 30

令和元（2019） 10 11 1 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 33

令和２（2020） 7 3 6 4 4 2 8 1 3 0 0 0 1 0 1 40

令和３（2021） 5 4 4 4 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 27

令和４（2022） 4 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21

合計 62 45 37 35 17 16 15 8 8 4 4 3 2 1 6 263
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①課題解決経験（ Step1）

まず、「課題解決経験」に位置づけられる取組みには、長岡工業高等専門学校が実

施する「 JSCOOP（ジェイスクープ： Job Search for local  companies based Cooperative 

education）」がある。本事業は、地域産業界と連携して地域企業の課題解決を行うプ

ログラムを通じて、課題抽出力、課題解決力を備えたイノベーション人材を育成す

る地域協働教育である。そのほか、長岡工業高等専門学校が実施する、地域企業の

課題解決に資するサービスやプロダクトの製作を通じて実践的なものづくりスキ

ルの向上を目指す「アントレプレナークラブ」、長岡技術科学大学が実施する、新商

品や新事業のアイデア開発に取り組み最先端の技術力を用いて製品開発を行う「ア

イデア開発道場」も、本段階の取組みに位置づけられている。

②起業マインドの醸成（ Step2）

「起業マインドの醸成」に位置づけられる取組みには、事業をゼロから生み出す

力「ゼロイチ力」を身に付ける方法を学ぶ新規事業創出講演会「事業の作り方～ゼ

ロイチ力～」、実際に自ら事業を立ち上げた起業家による「起業講演会」などが含ま

れる。

③起業の手法修得（ Step3）

「起業の手法修得」に位置づけられる取組みには、新規事業創出のための手法を

実践的に習得し、起業の成功率を高めることを目的とした「リーンローンチパッド

プログラム」、長岡市で起業を考えている起業家が事業プランの組み立て方や起業

の手法を学べる「Nagaoka Startup School〔起業セミナー＆スクール〕」等が含まれる。  

また、長岡市内の各大学において、起業の手法を習得する講義もこの段階に位置

づけられている。具体的には、長岡技術科学大学では、「リーンローンチパッドプロ

グラム」への参加をカリキュラムに組み込み、株式会社の成り立ちを実践的に学ぶ

「ベンチャー起業実践」（大学院科目）、長岡造形大学では、社会保険・税務等、起

業に係る知識や技能を演習により学ぶ「起業演習」（大学院科目）、長岡大学では、

ビジネスプランの作成を通して起業家精神や起業手法の習得を目指す「起業家塾」

（学部科目）があり、上記講義受講後、実際に起業した学生も生まれている。  

④起業（ Step4）

「起業」に位置づけられる取組みには、実際に起業を目指す学生やスタートアップの

立ち上げを行う起業家に対する補助金制度がある。以下、当該補助制度である「学生起

業家育成補助金」と「長岡市スタートアップ創出補助金」について記述する。  

ⅰ  学生起業家育成補助金  

「学生起業家育成補助金」は、2018 年に創設され、大学や工業高等専門学校、高

等学校、専門学校の学生や卒業生及び教員を対象に、学生起業家の創出や教員の研

究シーズの事業化に対し、ビジネスモデルの検証、開業のための資金の一部を支援

することで、起業しやすい環境をつくることを目的としている。補助対象事業を「長

岡市の経済発展に寄与する見込みがある事業であること」とし、大学等に在学中も
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しくは卒業後 5 年未満の者または市内の大学等の教員、長岡市内で開業する者また

は既に市内で開業している者を補助対象者とし、交付申請日において開業の日から

1 年未満であること、等の条件を付している。また、本事業の申請時には、事務局

を務める CLIP 長岡への事前相談が必要である。本制度の創設以後、2022 年 12 月ま

でに、 13 者に対して補助が行われている（表 3）。  

ⅱ  長岡市スタートアップ創出補助金  

2020 年度、「長岡市未来の起業家応援補助金」、「クラウドファンディング支援事

業補助金」を統合した「長岡市スタートアップ創出補助金」を創設した。本補助金

は、市内で新たに会社（株式会社、合名会社、合資会社または合同会社）を設立し、

革新性・優位性があるビジネスモデルにより新たな市場を開拓し、将来の成長が見

込める事業を対象に、所要経費（人件費、設備導入費、賃借料等）の 2/3（上限 50

万円）を補助するという内容である。本制度の創設以後、2022 年 12 月までに、4 社

に対して補助が行われている（表 4）。  

⑤企業として成長（ Step5）

起業後のフォローアップ段階である「企業として成長」に位置づけられる取組み

には、市の補助制度を活用した起業家に対する成長支援のための「メンタリング」、

NPO 法人インデペンデンツクラブと共催で長岡市内のベンチャー企業が事業計画  

表 3 「学生起業家育成補助金」受給者一覧

設立・創業年月 企業名 代表者 事業概要

2018 年 11 月
拾壱・ビッグスト

ーン (株 ) 
大石  克輝 ロボット用部品開発・製造

2019 年 12 月
ベイビーチャップ

リン
金澤  豊和 飲食店・バー

2020 年 2 月 (株 )サケアイ 新山  大地 日本酒開拓をサポートするアプリの運営

2020 年 6 月 (株 )プロッセル 横山  和輝
ソフトウェア開発、ビジネスコンテスト

の運営ほか

2020 年 12 月 (株 )THE TWO 高野  宙 映画業、情報・広告業、専門サービス業

2020 年 10 月 (株 )雷神 細木  真歩 高齢者等に対する IT 支援事業、家庭教師

2020 年 12 月 すまいるカフェ 渡辺  麻衣香 飲食業（体験型カフェ）

2021 年 1 月
合同会社  発酵を

科学する研究所  
北原  雪菜

ぬか床の研究開発・販売、発酵食品の微

生物学的検査  

2021 年 8 月 (株 )パンタレイ 佐藤  靖徳
縦渦風車に関連する製品の販売、小型塗

布装置の販売、レオロジー関連事業  

2021 年 10 月

Rural  Reading  

（ルーラル  リー

ディング）
冨永  美沙希 ブックカフェ

2022 年 2 月
(株 )スタイルアー

ツ  
芝田  龍正

受注の完全オンライン化を導入した ICT

システムの開発とそれに伴うエンジニ

ア・デザイナー学生の育成事業

2022 年 6 月 ぺえぺえでざいん 山田  準子 イラスト・デザイン・動画制作

2022 年 7 月
暮らしの雑貨店
HOPI 

清水  麻琴 小売業・デザイン業（雑貨店）

（出典）長岡市商工部「学生起業家等の実績」
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表 4 「長岡市スタートアップ創出補助金」受給者一覧  

設立年月 企業名 代表者 事業概要

2020 年 7 月
(株 ) In t egrAI 

(インテグライ )
矢野  昌平

アナログ・デジタルメーターの読取

り、データ化する技術の提供

2021 年 2 月 (株 )マヨラボ 片岡  翔太郎
製造業・サービス業から AI 開発の受

託  

2021 年 8 月 (株 )恒河技術 中川  三紀夫
地域無線ネットワーク設計・コンサ

ルティング

2022 年 6 月 (株 )デパーチャー 小宅  勝
中小製造業向けグループウェアの企

画・開発・販売  
（出典）長岡市商工部「学生起業家等の実績」

を発表し、事業計画のブラッシュアップ、支援者とのネットワーク形成による資金

調達等につなげる「インデペンデンツクラブ長岡」、大学発の起業家や事業化を目指

す学生同士の交流促進、連携強化を目的とした「ながおか学生起業家交流会」等が

含まれる。  

4 考察  

4.1 長岡市における EE の出現過程

長岡市における現段階までの EE の出現過程を概観すると、以下の通りである（表

5）。商店街への新規出店に対する補助制度の開始を端緒とした長岡市の起業・創業

支援策は、長岡市役所をアンカーテナントとした官主導による EE であった（誕生

期前期）。その後、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を契機に、産

業界や金融機関を含んだ「ながおか創業応援ネットワーク」を構築するとともに、

起業に関する総合的な支援事業を行う「 CLIP 長岡」が開設され、アンカーテナント

としての役割を果たした。これにより、EE の主体が、官から民へと変化するととも

に、ネットワークの構成も官のみから、産業界・金融機関を含む「産官金連携」へ

と拡大した（誕生期中期）。なお、長岡市役所および CLIP 長岡はイノベーションを

積極的に促進する中心的存在であり、産官学金といった様々な組織の集積をもたら

している。すなわち、EE の出現を促す触媒となる主体であることから、長岡市役所

および CLIP 長岡は当該地域における EE のアンカーテナントと考えられる。

さらに、長岡市は中心施策に「長岡版イノベーション」を掲げ、ながおか創業

応援ネットワークに市内の 4 大学 1 高専を加えた「NaDeC 構想推進コンソーシア

ム」を構築した。これにより、ネットワークの構成も産官金連携から、「産官学金

連携」へと拡大した。なお、誕生期中期と同様 CLIP 長岡がアンカーテナントとし

ての役割を果たしているが、学生起業家も増えつつあるなど、 4 大学 1 高専も重要

な役割を担いつつある。また、支援内容についても、CLIP 長岡による支援策に加

え、ファーストペンギンプログラムを通して、課題解決策、起業マインド醸成、

起業の手法修得、起業、起業後のフォローアップまで、一貫した起業・創業支援

策を提供できる体制構築が実現している（誕生期後期）。  
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表 5 長岡市における EE の出現過程

誕生期前期 誕生期中期 誕生期後期

期間 1998 年～ 2014 年 2014 年～ 2017 年 2017 年～

イベント
新規出店者への

補助制度開始  
CLIP 長岡の設立

長岡版イノベーショ

ンの推進

ネットワーク
長岡市役所（商工部）

（官のみ）  

ながおか創業応援

ネットワーク

（産官金連携）

NaDeC 構想推進

コンソーシアム

（産官学金連携）

アンカ―テナント 長岡市役所（商工部） CLIP 長岡 CLIP 長岡

ガバナンスデザイン 階層的

（出典）筆者作成

4.2 長岡市における EE の特質  

長岡市の EE における 1 点目の特質は、行政主導により人為的に EE を創造して

きた事例である、という点にある。行政機関が中心となり、産業界、金融機関、教

育機関等との連携体制を構築し、起業・創業支援策を展開している。  

2 点目の特質は、ネットワークの拡大である。当初、官主導により出現した長岡

市における EE は、その後、「ながおか創業応援ネットワーク」の構築、「NaDeC 構

想推進コンソーシアム」の組成と、その構成メンバーを拡大することにより、ネッ

トワークを拡大し、活動内容の拡充を図ってきた。

3 点目の特質は、アンカーテナントの変化である。長岡市の EE におけるアンカ

ーテナントは、誕生期前期における補助金の窓口であった長岡市役所から、誕生

期中期には CLIP 長岡へと変化した。一方、長岡市役所、あるいは、CLIP 長岡が

EE のネットワークの中心的な役割を果たしていることを鑑みれば、ガバナンスデ

ザインが階層的であるという点に変化は生じていない。  

4.3 命題の検討

次に、 EE の「誕生期」における 2 つの命題を検討する。

4.3.1 P1a の検討  

EE の「誕生期」における１つ目の命題 P1a は、「 EE の誕生期におけるガバナンス

デザインは、少数のアンカーテナントを中心とした階層的なデザインである。」であ

る。  

長岡市における EE の出現を促す触媒の主体となるアンカーテナントは、EE 出現

当初の長岡市役所（行政機関）から CLIP 長岡（民間組織）へと変化したものの、長

岡市における EE の構築においてアンカーテナントを介して多様な主体が結び付い

ており、長岡市の EE において中心的な役割を果たしている。  

また、長岡市役所、その後設立された CLIP 長岡がネットワークの中心に位置し

ており、アンカーテナントの介在が重要な役割を果たしているとともに、主体間の

直接的な接続や相互学習は僅少である。すなわち、少数のアンカーテナントが起業
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家をサポートするという階層的なガバナンスデザインで EE が構築されている。

以上のことから、 P1a の命題が示す現象が少なくとも長岡市の EE 事例をつうじ

て確認された。  

4.3.2 P1b の検討  

EE の「誕生期」における 2 つ目の命題 P1b は、「EE の誕生期におけるガバナンス

デザインでは、起業志望者とアンカーテナントを出会わせるための仕掛けが施され

ている。」である。  

長岡市における EE の誕生期前期におけるアンカーテナントである長岡市役所は、

補助金制度を通じて起業家と結び付いている。また、誕生期中期・後期におけるア

ンカーテナントである CLIP 長岡は、長岡市が各種起業支援サポートを委託してい

るほか、補助金制度の事務局機能を設けることなどを通じて起業家との接点が生ま

れるような仕組みが作られている。  

このように、起業志望者とアンカ―テナントを出会わせる仕掛けが施されている。

なお、現段階では、起業支援者と支援主体がよりピンポイントに出会わせるための

仕掛けは構築されていない。  

以上より、 P1a の命題と同様に、長岡市の EE 事例は P1b の命題と同等のダイナ

ミクスを示していた。

5 結語  

本稿は、EE の出現過程をガバナンスデザインの観点から考察したものである。具

体的には、新潟県長岡市の事例研究を通じて、EE 出現過程の中でも誕生期における

ガバナンスデザインの分析を行った。  

本稿の成果は、EE の誕生期におけるガバナンスデザインは、少数のアンカーテナ

ントを中心とした階層的なデザインであること、および、EE の誕生期におけるガバ

ナンスデザインでは、起業志望者とアンカーテナントを出会わせるための仕掛けが

施されているという、EE の誕生期における 2 つの命題が真であることを明らかに

した点にある。  

残された課題は、長岡市の EE が移行期・統合期へと進化する段階におけるガバ

ナンスデザインの変化についての考察の必要性である。すなわち、EE の誕生期にお

ける階層的なデザインから EE の成熟に伴い水平的な（関係的な）デザインへと移

行していくか、あるいは、多様化する起業志望者と支援主体の両者をよりピンポイ

ントに出会わせるための仕掛けが施されていくか、主体間の直接的な接続や相互学

習が公式的にも非公式的にも進むか、などについて継続的な考察の必要性がある。 

また、本研究は、長岡市における EE の誕生期におけるガバナンスデザインを分

析したに過ぎず、今後さらなる事例研究の積み重ねが必要である。  
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【注】

1) リサーチテンプレートを設定した上で現象を探索的に分析するというアプローチは、

Maznevski ,  & Chudoba（ 2000）によって提示された。十分に理解が進んでいない現象を

研究する上で有用なアプローチであると言える（ Edmondson,  & McManus,  2007）。

2) 本章は、 2022 年 6 月 16 日 13:00～ 14:00 長岡市商工部産業イノベーション課課長補佐

酒井億、係長杵淵尚子、主任池田沙誉子へのヒアリングとその後の提供資料、および、

2022 年 9 月 17 日 13:00～ 14:00 一般社団法人新潟県起業支援センター代表理事高橋秀明

へのヒアリングとその後の提供資料、および長岡市、一般社団法人新潟県起業支援セン

ター等のホームページから構成している。

3) 本節は、主として長岡市商工部産業イノベーション課「『長岡版イノベーション』以前

の市の主な企業・創業支援策」による。

4) 本節は、主として一般社団法人新潟県起業支援センターが作成した各年度の「事業実

施結果報告書」による。

5) 本節は、主として長岡市商工部の「長岡版イノベーションについて」による。

6）NaDeC とは、長岡（ Nagaoka）の中心市街地を核として、 4 大学 1 高専の位置を線で結

ぶと三角すい（ Delta Cone）の形となることから、その頭文字を取ったものである。
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Abstract  

 This paper  i s  a  case s tudy on governance design in  the emergence process of  en trepreneuria l  

ecosystems (EE).  

 Most of  the prev ious s tud ies focused on l i s t ing the components o f  EE th rough  conceptua l  or  

case s tud ies ,  whereas this paper  a ims to  cap ture governance des ign  in  the  b ir th  o f  EE by 

conducting an  empir ica l  s tudy tha t  app l ies  a  f ramework  accompanied  by  a  micro  and  macro  

l inkage perspect ive.

Fir s t ,  we poin t  ou t  the  i ssue for  expanding research on EE from pr io r  s tud ies ,  and then presen t

proposit ions  about  governance  design  in  the l i fecycle  of  EE.  These  proposi t ions  are  int roduced

for  each s tage  consis t ing of  "b ir th",  " transi t ion",  and  " in tegra t ion".

 Next,  we ana lyze and  discuss the case of  EE in  Nagaoka City,  and suppor t  two proposi t ions  

regard ing governance des ign in  the  bi r th  stage of  EE: (1)  governance des ign in  b ir th  s tage i s  a  

hie rarch ica l  des ign  wi th  a  small  number  of  anchor  tenants ;  and (2)  gov ernance  des ign in  b ir th  

s tage has mechanisms in  place to  meet  aspi r ing ent repreneurs  and anchor  tenants .  

Key words：Entrepreneuria l  Ecosystem, Governance des ign,  Anchor  tenant ,  Li fecycle,  Case s tudy
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スタディ・グループ最終報告

申請課題名 地域課題の解決を主導するリーダー育成教育に関する研究
研究期間 2021年7月 2023年3月
メンバー：松本大吾（青森大学） 堀籠崇（新潟大学） 飛鳥由美子（青森大学）

1 課題の概要

近年多くの大学において、地域課題を題材として産学官民が協働でその解決に向けた実践を行
ないつつ、同時に学生の学習動機への結びつけを目指す取り組みが進められている。こうした取
り組みは、学生の課題発見能力、探究能力、実践力、コミュニケーション能力といった大学教育
において基礎となる総合的な学習リテラシーの育成を視野に入れたものであり，その後の大学で
の学びの深化（専門の学びへの接続）に向けた基礎的な意味合いを含んでいる。プラグマティッ
クな学問としての経営学は、本来そうした学習の中核であってしかるべきであるものの、そうな
ってはいない現状がある。それは「地域」と「経営学」とが融合した「地域経営学」の具体的教
育方法論が必ずしも確立しているとは言えない点に起因すると思われる。

そこで本スタディ・グループでは、地域課題の解決を主導するリーダー育成のための具体的な
地域経営学教育について、所属機関を異にする複数の研究者の勉強会、地域で活躍するリーダー
へのインタビュー等を通じて 具体的な教育手法の開発のために乗り越えるべき課題および必要と
する要素について探究する とりわけ、COVID-19のパンデミック以降、高等教育におけるICTを
活用した非対面型の教育が急速に進展してきているが、地域を足場に展開される地域経営学教育
にあって、オンライン教育の効果と課題、有効な活用方法についての検討は喫緊の課題であると
いえる。それゆえ本共同研究における研究方法としては、大学、ゼミ間を横断し、オンラインツ
ールを有効に活用しながら、課題解決型教育を実践的（実験的）に行い、その効果を検証する方
法（アンケート等を通じて、事前・事後での学生の能力変化を分析する）を採る。

2 活動記録

2021年度
第1回研究会 オンライン 2021年7月13日（火）
初回打ち合わせとして、研究の方向性について意見交換を行った。
第2回研究会 オンライン 2021年8月31日（火）
研究ノート（松本の共著）に関する報告および先行研究・参考資料に基づく議論を行った。
第3回研究会 オンライン 2022年3月17日（木）
「人材力活性化研究会 （総務省）をもとに地域づくり活動のリーダーについての勉強会およ

び地域活動のリーダー育成に関するインタビューにかかる結果報告（堀籠）を行った
第4回研究会 オンライン 2022年3月29日（火）
学生を対象としたアンケートの検討（調査項目、倫理審査対策等）、インターゼミの進め方に

ついて意見交換を行った。
2022年度
第5回研究会 オンライン 2022年6月17日（金）
地域で活躍する人材へのインタビューに向けた調整およびインターゼミ実施案についての意見

交換を行った。
・インタビュー①（ハイブリッド）2022年6月29日（水）

教育の現場でさまざまな地域活動や課題解決型学習（Project Based Learning、以下PBLと略す）
を実践している学校法人下山学園五所川原商業高校教諭横田祐美氏へのインタビューを行った。
インタビュー②（オンライン）2022年7月20日（水）
自然学校設立とそこでの青少年育成の実践経験がある青森大学総合経営学部長佐々木豊志氏へ

のインタビューを行った。
第6回研究会（オンライン）2022年9月8日（木）
インターゼミ当日（9/12）の打ち合わせを行った。
第1回インターゼミ（オンライン）2022年9月12日（月）
松本ゼミ3年と堀籠ゼミ3年の合同ゼミを行った。
第7回研究会（オンライン）2022年9月21日（水）
インターゼミ初回の振り返りと第2回へ向けた打ち合わせを行った。
第2回インターゼミ（オンライン）2022年9月26日（月）
2回目の合同ゼミを行った。
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中間報告（対面）2022年10月22日（土）
第42回地域経営学会研究会（於：大正大学地域構想研究所）において中間報告を行った。
第8回研究会（オンライン）2023年2月27日（月）
スタディ・グループの総括と最終報告に向けた打ち合わせを行った。
最終報告（対面）2023年3月11日（土）
第1回地域経営学会合同研究会（於：札幌学院大学新札幌キャンパス）において最終報告を行っ

た。

3 インタビュー概要

学校法人下山学園 五所川原商業高校 教諭 横田祐美氏
横田氏は2021年3月に青森大学総合経営学部を卒業し、同年4月から五所川原商業高校で簿記・

会計などの科目を担当するだけでなく、商業クラブの顧問としてPBLにも取り組む中で、地元地
域を舞台にした教育活動を行っている。そこで、横田氏に対しては、コロナ禍における（商業）
高校教育とオンライン活用の現状と可能性についてインタビューを行った。
　以下はおもな質問項目とそれに対する横田氏の回答の概要である。
①コロナ禍における高校教育および地域活動について
コロナ禍の本校の教育現場の状況としては、授業でのグループワークは禁止され個人作業のみ

、対外的な活動は禁止されていなかったものの県外の人との接触は禁止されていた。本校は私立
高校であるため 学校単位で対応を決定できるという意味では県立高校よりもコロナ禍での活動の
縛りは緩かったと思う。ただし、部活動は県の方針に従っていたため活動が停止した時期もあり
、この時は部活動自体が禁止だったためオンラインでの活動もできなかった。
教育におけるオンラインの活用については、生徒にはタブレット端末が支給されている（１・２

年生のみ、3年生は制度導入前の入学のため支給されていない）ものの、SNSなど学校で制限をか
けているアプリケーションがあることから、タブレットを活用した活動はあまり見込めないと思
う。
　地域での活動も思うようにはできなかった。例えば商品開発の際に生徒を引率して工場見学を
したかったがコロナ禍でできなかった。コロナ収束後はこれまでにできなかった外での活動を行
いたい
②コロナ禍におけるPBL教育について
授業では、コロナ禍でグループワークが禁止されていたため生徒個人で応募できる「サービス創

造大賞」（主催：千葉商科大学サービス創造学部）に 「ビジネス基礎」の科目で「サービス」に
ついて学んだあとで挑戦し 2名が高校賞を受賞した。自分の学生時代に、サービス創造大賞に取
り組んだことがあったため高校生の部があることを知っていたことが応募のきっかけとなった。
部活動（商業クラブ）では、SDGsや環境保全の視点で、プラスチックストローの代替となるよ

うな、地元五所川原産リンゴを使用した食べられるストローの Re:んごのストロー」の商品開発
を行った。この取組みを通して、学外の人と接することの多かった2年生の生徒はコミュニケーシ
ョン能力が上がり社交的になったと思う。
③高大連携・接続の今後について
高校生にとって大学生と関わる機会があるのは貴重だと思う。具体的には、進路（大学入試な

ど）で悩んでいる生徒もいると思うので、大学生と話すことで解決できることもあると思う。
　高校教員として大学に期待することは、生徒が進学後、間違った方向に行ってしまわないよう
にフォローして欲しい。また、検定にチャレンジしている生徒もいるので、そういう生徒にその
後（ワンランク上）の資格のアドバイスをして欲しい。また、個人的には「地域で活躍できる人
材」を育成することはあまり意識していない。それよりもむしろ、大人として（人として）、服
装や言葉遣いがきちんとしている、コミュニケーションがきちんととれる生徒を育てることが大
切だと思う。

青森大学総合経営学部長佐々木豊志氏
佐々木氏は1995年にテレビ局を退職し、翌1996年にくりこま高原自然学校を設立して以来、青

少年育成を中心に地域に根差した様々な活動を行ってきた。2017年に青森大学総合経営学部に着
任、2020年から総合経営学部長（インタビュー当時）を務めている。そこで、佐々木氏に対して
は、自然学校設立の経緯やそこでの諸活動、および大学教育（地域で活躍できる人材育成、オン
ライン教育の可能性など）についてインタビューを行った。
以下はおもな質問項目とそれに対する佐々木氏の回答の概要である。

①くりこま高原自然学校設立の経緯
自然学校を設立しようと思ったきっかけは2つある。１つは当時勤めていたテレビ局で、バブル

期ということもあったのかもしれないが、カネに対する価値観に対して「本当にこれでよいのか
」と疑問を持ったことである。とくに、 グローバル経済のあり方（価値観）」に疑問を持ち、金
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儲けするのが人生の目標になるのはおかしい、生きる意味とか社会で生きていくのに大切なのは
お金ではないと考えた。

もう1つはプライベートで環境問題にずっと関心があった中 清里フォーラム（現清里ミーティ
ング）の時に、日本人が環境に対して後ろ向きなのは環境について考える「場」が無いというこ
とで、日本で環境を考える「場」を作ろうと社会運動を起こした 自分もテレビ局で働いている場
合ではないと考え、野外教育（冒険教育）を土台に地元であるくりこまに自然学校を作ろうと決
意した。環境問題はまさにグローバル経済が引き起こした課題だった。私は環境の前に、それを
引き起こしたグローバル経済のあり方、価値観に疑問を持ったが周りは全く疑問を持っておらず
おかしいと思っていた。その価値観を野外教育（冒険教育）で取り組んできたので、次の世代の
子供たちに投げかけなければいけないと思った。
②自然学校での活動について

自然学校では青少年育成プログラムを中心に、長期休暇のキャンプの企画、旅行会社の企画し
た中高年向けツアーのガイド、行政保有のキャンプ場の指定管理、国立公園内のトイレ清掃など
自然に関わる仕事は何でも引き受けた。

許可を取ってレストランや宿泊施設を自分で建て、自然農法（自分達は農業の専門家でないた
め化学肥料や農薬の使い方がわからない）による農業を行い、家畜（にわとり、うさぎ、やぎ、
うま）を飼い、堆肥を作り、山菜やキノコを採り、持続可能でエコな生活を実践していることを
みせるのが役割だと考えた。
また、1970年代にイギリスではじまったWWOOF 以前は、Willing Workers on Organic Farms、現

在はWorld Wide Opportunities on Organic Farmsの略）という農場などで労働力を提供する代わりに
宿泊と食事を無料で提供して貰える仕組みがあるのだが、くりこま高原自然学校もWWOOFジャ
パンの登録ファームになっており、環境に関心のあるウーファーが世界中から来た。彼らの力も
あって家畜小屋ができ 建物もでき 畑が進んだ。最初の自分の目標だったグローバルなお金を使
わない仕組みを実践した。まさに今でいうSDGsを実践してみせるというのをくりこま高原自然学
校の使命・理念にあげている。

ほかには、不登校、引きこもり、ニートを支援する厚生労働省の若者自立塾事業なども取り組
んだ
③大学教育について
ア．これからの大学教員像
これからの大学教員像はこれまでと変わらないと思う。4-5年大学で働いて大学の仕組みを知り

、大学教員には教育の視点と研究の視点があり、校務、地域との関わりが必要であることがわか
った。
　自分の場合は教育の視点でずっと来たので研究者というよりは教育者である。多くの大学教員
は研究者寄りの人が多い。大学教員はあまり教育の勉強をしなくてもなれるが、研究者であると
同時に教育者としての視点を持つことが大切だと思う。地域との関わりについては、地域が大学
に求めることがあると思うのでそれに応えることも丁寧にやっていくべきだと思う。
イ．どのような人材（学生）を育成したいか

1996年に自然学校を立ち上げた年に、中央教育審議会で「生きる力」という言葉が登場した。そ
こでは多様化する21世紀に向けて「生きる力」が必要だと言っている(1)。自然学校を立ち上げた年
にこの言葉を目にして、子どもたちを自然の中に連れて行くという自分がそれまでやってきたこ
とに通じるものがあり悪くないと思った。「自ら」とか「主体的」という言葉が多用されており
、内発的に結びつく。内発的に湧き上がるものが必要だと思うし、そういう人材を育成すべきだ
と思う。自ら課題を見つける指示待ち人間ではなく 目の前の現状をどうとらえて、どうやること
が自分にとっていいポジションで役に立つことなのかということだと思う。
　私の専門の冒険教育のベースである「アウトワード バウンドスクール」（イギリスではじまっ
た冒険学校）の3つの教育理念では、奉仕（To Serve）、努力（To Strive）、不屈（not To Yield）
を掲げており、根本的にはこれだと思う。あとは「生きる力」に言われていることも。

実は先週安比に行った際、インターナショナルスクール「Harrow」を視察した。Harrowは世界
中にあって授業料が年間850万円と言われている富裕層向けのエリート育成の学校だと思うが、そ
こでも全人教育を掲げていた。リーダーシップとか外との関係性を取れる人づくりをする。イン
ターナショナルに活躍する人もそうだと思うが、私は地元の中小企業で働く子だって同じだと思
う。リーダーシップ取れて、人とのコミュニケーションが取れて、自分で考えて自分で判断して
行動できる。どういうところの教育も共通だと思う。振り返れば、自然学校の子どもたちもそう
だったと思う。
ウ．地域で活躍できる人材に求められること およびその育成ついて

地方の私立大学は、高等教育機関としてのグローバルな学びはあるとしても、もっと地域の学
びの材料があっても良いと思う。地域特有の問題があって、そこの地域の人がこういう形で問題
解決しているんだという学びの場があっていいと思う。グローバルな世界を目指す人も否定はし
ないが、グローバルな知識はなくても、地域に対する思い、地域に対して問題を見つけて、問題
解決のエネルギーがある人間、「地域でこれやるぞ」という人材育成があっていいなと思う。
エ．オンライン教育の可能性について（地域活動への活用を含む）
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　場所が離れていてもやり取りできるのがオンラインの最大の特徴であろう。いままで時間的・
地理的な空間があり過ぎてやり取りできなかった人と、やり取りできるようになるということは
、多くの情報や多くのことをやり取りできるようになるということである。このメリットは使う
べきだと思う。
　あとは体験といったことがどこまでオンラインでできるのかというところだが、授業でアクテ
ィブラーニングをやるにあたっては、先生方は相当考えられていると思う。一昨年、某大学に非
常勤講師を依頼されておこなった授業は、すべてオンラインで実施した。どちらかと言えば、私
の授業は教室の中でもやり取りしながら課題をグループごとにやらせたりするのでそれができる
か心配していたら、Zoomのブレイクアウトルームを使ってグループワークは結構できた。ある程
度工夫すれば、コミュニケーションを取りながらのグループワークはある程度までは可能だと感
じた
本学の観光文化研究センターでは、観光庁からスイスのEHL Ecole hôtelière de Lausanne、ローザ

ンヌホテル学校）の観光人材育成を目的とした大学プログラムを日本に導入したいというので、
手を挙げて観光庁の予算を取った。その結果、EHLの授業をオンラインで受講生11人が受講する
ことができた。これもオンライン教育の可能性の1つだと思う。

4 インターゼミの実施

（１）インターゼミの概要
インターゼミの実施学年は 検討の結果3年ゼミで実施することとした。3年生が入学した2020年

4月は多くの大学で入学式が中止され、その後も学生はコロナ禍での大学生活を余儀なくされた。
他大学の学生との交流を経験していない学生がほとんどであったことが、3年ゼミで実施した理由
である。

インターゼミは、青森大学松本3年ゼミ9名、新潟大学堀籠3年ゼミ11名の計20名の学生で、青森
大学・新潟大学混合グループになるよう4グループに分けて実施した。グループワークの課題は「
青森・新潟地域における課題解決のための新しい広域連携（遠隔型連携）アイデアの提案」に設
定し、1日目終了時に進捗状況報告、2日目終了時に最終報告させた。

インターゼミ1日目 2022年9月12日（月）10:40 12:10 では、趣旨説明、アイスブレイク、事
前調査プレゼンテーションを全体でおこなったあと グループに分かれて Zoomのブレイクアウ
トルームを利用し、教員は出入り自由とした ブレインストーミング、グループワークをおこなっ
た。事前調査プレゼンテーションでは、あらかじめ学生ごとに所属大学の所在地域における地域
課題を調査して作成した資料（PowerPoint1枚、報告時間1分を目安）を報告させた。各グループの
提案アイデアがグループ内メンバーの事前調査をよりどころにするグループが多かったことから
、この事前調査は、結果的に限られた時間内で初対面のメンバーを含むグループワークの結論を
導くために役立ったようである。最後に、全体でグループごとに進捗状況を報告し、教員による
講評をおこなった。

インターゼミ2日目 9月26日（月）10:40 12:10）は、1日目に引き続いてグループワークを行い
、その後、全体で提案アイデアの報告と教員による講評をおこなった。

後日、本スタディ・グループメンバーで4グループの成果物を審査し、1位のグループメンバー
全員にクオカード（1人\1,000）を贈呈した。
（２）インターゼミ実施にかかる学生アンケート結果
インターゼミの実施にあたっては、経済産業省の「社会人基礎力自己点検シート」を参考に事

前・事後アンケートを実施した。なお、アンケートの実施にあたっては、青森大学・新潟大学そ
れぞれの承認を得て実施した。また、学生に対しても、調査趣旨、回答拒否の自由、研究成果の
公表、調査データの取り扱い等について説明した。

事前・事後アンケートの調査項目は図１の通りである。事前アンケートでは「社会人基礎力」
の各質問項目に対する自己評価を、事後アンケートでは「社会人基礎力」の各質問項目に対する
意識調査をそれぞれ5件法（選択肢1 強い肯定 3：中立～5 強い否定）によりMicrosoft Formsで
回答させた
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1.「自分で考えて活動を進めることができる」 1.「自分で考えて活動を進める」

2.「チームのメンバーと助け合いながら活動できる」 2.「チームのメンバーと助け合いながら活動する」

3.「積極的に自分の意見を提案できる」 3.「積極的に自分の意見を提案する」

4.「必要な情報と必要でない情報を区別できる」 4.「必要な情報と必要でない情報を区別する」

5.「計画的に活動できる」 5.「計画的に活動する」

6.「調べたことをもとに，自分なりの考察や工夫を加えることができる」 6.「調べたことをもとに，自分なりの考察や工夫を加える」

7.「相手にわかりやすくプレゼンすることができる」 7.「相手にわかりやすくプレゼンする」

8.「自分と異なる意見であってもしっかりと聞くことができる」 8.「自分と異なる意見であってもしっかりと聞く」

9.「状況に応じて臨機応変に対応することができる」 9.「状況に応じて臨機応変に対応する」

10.「自分の役割を理解して活動に取り組むことができる」 10.「自分の役割を理解して活動に取り組む」

11.「ルールを守って活動することができる」 11.「ルールを守って活動する」

12.「うまくいかないときでも，前向きに活動に取り組むことができる」 12.「うまくいかないときでも，前向きに活動に取り組む」

インターゼミ後：今後何らかの活動に取り組む際に意識していく必要が

あると感じたことについて、該当するものを選択して下さい。

インターゼミ前：それぞれの質問項目ごとに、該当する選択肢を1つ選択

してください。

図１．インターゼミ事前・事後アンケート調査項目

事前・事後アンケート調査結果について学生の回答の平均値を示すと、青森大学の学生は図
２、新潟大学の学生は図3のようになる（グラフのエラーバーは標準誤差） なお、サンプルサイ
ズは十分な精度での統計的解析に耐えうるものではないため、本結果はあくまで今後の研究に向
けた参考値として捉えている。また、事前アンケートで問うた自分自身の有する力に対する自己
評価が、事後アンケートの結果に影響している可能性も否定できず、事前 事後の差違は必ずしも
インターゼミの効果であると言い切ることはできない。これらの点は今後の課題である。

青森大学総合経営学部の特徴として、コース選択制（ビジネスイノベーション・会計・スポー
ツビジネス）とプログラム（日本語教員養成、観光人材育成）によるカリキュラムにより、経営
学を中心とした多様な学びの場が展開されている。ゼミ（1 4年）の基本方針は担当教員の裁量に
任されているところが多く、多様性に富んでいる。また、部活動（サークル）など課外活動を行
う学生が多く、規律ある活動には慣れていることが挙げられる。

青森大学の学生の事前・事後アンケート結果（図2）から、以下の傾向が読み取れる。
傾向1：事前アンケートでは、新潟大学の学生と比較して青森大学の学生は、「4.必要な情報と

必要でない情報を区別する」「5.計画的に活動する」「9.状況に応じて臨機応変に対応する
」「12.うまくいかないときでも、前向きに活動に取り組む」の4項目（12項目中）について
高く自己評価している。

傾向2：事前アンケートより、青森大学の学生は「1.自分で考えて活動を進める」「3.積極的に
自分の意見を提案する」「7.相手にわかりやすくプレゼンする」ことについて低く自己評価
している。

傾向3：事後アンケートでは、新潟大学の学生と比較して青森大学の学生は、「2.チームのメン
バーと助け合いながら活動する」「8.自分と異なる意見であってもしっかりと聞く」の2項目
（12項目中）について意識する必要性を強く感じたことがわかる。

傾向4：青森大学の学生は、「意識する必要のある力」（事後アンケート）に関する認識のバラ
ツキは大きい。
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図２．青森大学学生のアンケート結果

新潟大学創生学部の学生の特徴として、1年次よりグループワークを積極的に取り入れた教育が
展開されており、グループワークに慣れていること、普段のゼミ活動からチーム毎のプロジェク
トに取り組んでいること、普段より自治体などと協働でインターゼミのテーマと関連するような
地域の課題解決に関わるプロジェクトに取り組んでいることが挙げられる。
新潟大学の学生の事前・事後アンケート結果（図3）から、以下の傾向が読み取れる。
傾向1：全体的な傾向として新潟大学の学生は、自身の「できること」（事前アンケート）に関

する学生個々の認識のバラツキが大きいのに対して、「意識する必要のある力」（事後アン
ケート）に関する認識のバラツキが小さい傾向にある。

傾向2：事前アンケートより、新潟大学の学生は「4.必要な情報と必要でない情報を区別する
」「5.計画的に活動する」ことについて、低く自己評価している傾向にある。

傾向3：事後アンケートより、新潟大学の学生は事前アンケートで低く自己評価している項目に
ついて、「今後意識する必要性」を認識している傾向にある。
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図3．新潟大学学生のアンケート結果

（３）インターゼミ後の学生の感想
インターゼミ終了後の事後アンケートにおいて自由記述での感想を求めたところ、以下のよう

な回答が寄せられた。ここでは抜粋して数名の学生の感想を掲載する グループワークの反省点は
あってもインターゼミの実施自体に対してネガティブな意見はなく、どちらの大学の学生も他大
学の学生とのグループワークから達成感や刺激を得たようである。
【青森大学学生】
新潟大学の学生から、とてもいい刺激を貰うことが出来ました。積極性やアイディアの想像力な

ど学ぶものが沢山あったので、これからの行動に活かして行きたいと思います。また、時間が足
りない中でそれぞれがやることを分け合ったりして短い時間だったけど団結力が生まれたと感じ
ました。達成感が得られたインターゼミでした。
他の大学との触れ合いの機会が少ない中で、今回のように時間が取れて良かったです。自分たち

にはないものを学ばせてもらったことが多かったので今後に生かしていきたいです。
・今回のインターゼミで感じたことは、新潟大学の方達はzoomの使い方にとても慣れているなと
思った。また、パワーポイントの作成や発表はとてもレベルが高いと感じた。話し合いでは、短
い時間の中で課題を完成させることができたのは、新潟大学の学生さんがいたからだと思った。
それこそ画面共有で出た意見をまとめたり、話し合いながらパワーポイントを作ったりしていて
本当にすごいなと感じた。話の進め方も一人一人に気を配っていて、グループディスカッション
に慣れていると思った。今回新潟大学の学生さんと交流ができて、自分自身とてもいい刺激にな
った。とても楽しく参加できた。
【新潟大学学生】
正直、インターゼミが始まる前まで、たった2回しかないインターゼミは意味があるのかなどと

効果について懐疑的にみていた。しかし、終えてみて、全くの検討外れで、今回のインターゼミ
では期待以上の効果を感じた。特に、地域を超えても共通する価値観が存在することが大変参考
になった。
違う地域で活動している大学生のため、勿論視点の置き方や姿勢に違いはあれど、興味関心や違

和感/危機感を感じる点などに共通点が見られた。そこから多くのことを学ぶことができたと感じ
ている。

1回目の時点では課題に対して話し合いがなかなか進まず、オンラインでインターゼミを行うこ
とはかなり難易度が高いと感じたが、2回目の活動では最終的な発表の形にすることが出来たため
、思ったよりもオンラインのインターゼミ活動のハードルは低いのではないかと感じた。
グループワークで平等に仕事を分担することの難しさを感じました。パワーポイントの作成者と

発表者の負担が大きかったと思うので、パワーポイントを共有で編集できるようにしたり、発表
者を複数人にするなど今後のグループワークの際には改善していきたいです。
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5 まとめ

本スタディ・グループでは、地域課題の解決を主導するリーダー育成のための具体的な地域経営
学教育のあり方を模索するために、2名に対してインタビューをおこない、有益な示唆を得た 今
後は、多様な教育現場を踏まえた分析のためにより多くのケースを抽出する必要があり、加えて
多様な視点の人材ニーズの把握のために、教育する側の視点だけでなく地域社会や企業が求める
人材ニーズについての視点も必要である。
オンラインインターゼミについては、地域リーダーに求められる資質の獲得に必要な教育手法

を検討し、実践を通じて検証していくことが必要である。今回のインターゼミでは一定の効果が
みとめられたが、①取り組み時間数の少なさ、②交流時間の少なさ、③オンラインと対面に関す
る効果的な活用方法についての検討の欠如から、教育実践にはさらなる工夫が求められる。また
、今回便宜的に能力測定に用いた社会人基礎力の指標に対しては、第2次産業に従事する人材向け
の典型的な指標との指摘もあり、必ずしも本SGの研究目的には適合的ではなかった可能性がある
。
以上を踏まえて課題と今後に向けた構想をまとめると以下の3点があげられる。
１．地域社会が求める人材とその資質に関する調査（定性・定量両面で検討中）
２．その資質を評価する指標の設計

4大学（青森県内2大学、新潟県内2大学）によるオンライン・対面を織り交ぜたインターゼ
ミ実践の設計、実施、検証

6 本申請課題にかかる研究業績（研究期間中）

スタディ・グループメンバーの申請課題にかかる研究期間中の活字業績および口頭報告は以下
のとおりである。

論文
①堀籠崇[2022]「ポストコロナ時代を見据えた人材育成に関する試論」『学問六縁』 国際経営文

化学会2021年度年次大会報告書 27-37頁。
②堀籠崇[2022]「グローカルテクノロジー時代に向けた人材育成―学習者と地域社会との『共創』

的教育手法の開発に向けた構想―」『創生ジャーナルHuman and Society 5巻 4-8頁。
③堀籠崇[2022]「学際的実践知としての地域経営学の構想のために」『創生ジャーナルHuman and

Society 5巻 128-137頁。
研究ノート

①櫛引素夫、松本大吾、澁谷泰秀[2021]「青森大学におけるオンライン授業の課題と可能性-総合
経営学部・社会学部における実践から-」青森大学総合研究所紀要第23巻1号 11-21頁。

口頭報告
①松本大吾[2023] 地域課題の解決を主導するリーダー育成教育に関する研究（スタディグループ

最終報告） 第1回地域経営研究会・第43回地域経営学会合同研究会（於：札幌学院大学）
②松本大吾[2022] 地域課題の解決を主導するリーダー育成教育に関する研究（スタディグループ

中間報告） 第42回地域経営学会研究会（於：大正大学地域構想研究所）
③松本大吾[2022] ICTに関連する取り組み事例・課題等の紹介」令和3年度青森大学冬季教職員研

修会『青森大学の3キャンパス体制に伴うICT化の展望と課題』
④堀籠崇[2021]「ポストコロナ時代を見据えた人材育成に関する試論」国際経営文化学会第26回大

会
⑤堀籠崇[2021]「新潟大学創生学部における教育課程と教育方法の特色および各種連携教育」地域

経営学会第5回大学間連携に関するオンライン研究会
⑥松本大吾[2021]「本学における遠隔授業の振り返りと今後の課題」青森大学総合研究所Café総研

⑦堀籠崇[2021]「グローカル地域経営の視角からの観光まちづくり」第1回新潟大学・地域共創支
援活動オンラインセミナー・シーズ発表会

⑧松本大吾[2021]「青森大学の大学間連携（高大連携を含む）による大学教育の質保証」第2回大
学間連携に関するオンライン研究会

⑨堀籠崇[2021] DX時代における人材の育成−その課題と可能性−」地域経営学会第39回研究会 地
域経営学会News Letter第1号に報告要旨掲載）

⑩松本大吾[2021]「青森大学におけるオンライン教育の現状と課題」地域経営学会第39回研究会
地域経営学会News Letter第1号に報告要旨掲載）

注
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(1)平成8年7月の中央教育審議会答申では、「我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が
変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決
する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など
、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない
。」として、このような資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を「生きる力」呼ぶこととしている。
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書 評 

  川島典子編著『人口減少社会の地域経営政策』晃洋書房 

遠藤哲哉（青森公立大学） 

 本書は、本格的に人口減少社会に突入し、大きな社会構造の変革期にある日本社会におい
て、地域経営の視点から社会課題を分析する視点を理論、政策、実践面から多角的に取りま
とめた、優れた研究書であると評価できる。 
第１章から第４章までは総論であり、第５章から第８章までは各論となっている。そして、

第９章から第１１章までは、事例を取り上げている。総論では、地域経営と公共政策、経営
組織論、地方自治、社会的企業・NPO との関係を明らかにしている。ここでは、地域経営
においてウェートが高い地方政府との関係で、ガバナンス、ネットワーク、組織間関係、全
体戦略、社会的企業・NPO について、従来の研究知見を踏まえつつ、わかりやすく的確な
議論が展開されている。各論では、保健医療、社会福祉、外国人労働、情報学の各方面にお
いて地域経営の視点からする研究と実践の重要性を取り上げている。後半の事例では、文
化・観光政策、まちづくり、地域経済における実践についてまとめている。 
渦中にある未曾有の人口減少と AI, IoTや Society5.0などという言葉が示唆する第 4次

産業革命、そしてポスト・コロナという変革期において、従来のガバメント体制の問題を克
服し、新しいコンセプトと実践で、地域社会を再編成していく必要がある。この間、日本に
おいては、本書で言及されている諸分野での地域政策及び地方創生政策が展開されてきた
が、十分な課題解決には至っていない。本書では、地域社会を構成している諸主体によるガ
バナンス、組織間ネットワーク、「柔かい組織」マネジメントや戦略、ソーシャル・キャピ
タルの構築等への観点をベースに、独自の視点から理論、実践面を深化させていると評価で
き、今後の「地域経営」学展開に大きな弾みをもたらす研究業績である。
本書は、研究書としてのみならず、本文の紹介でもあるように、学部学生や大学院の教科

書としてまた、一般の市民の方々に広く読んで欲しい一冊である。
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